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Ⅰ 政務調査費運周の手引き

1 政務調査費

政務調査費は､地方鋸台法100条14項及び15項並びに酎 絹 子議会政務調査費の交付に関する条

例に基づき､酎綱 7-議会議員の市政に関する調査研究に資するため､交付されるものです｡.

また､政務調査費は､地方自治法232条の2の規定に基づく補助金と同様の法的性格をもって

おり､そcj)鋸 勺､趣旨及び使途基準から逸脱した場合には､返還の対象となります ｡⊃

したがって､法及び条例の[摘勺趣旨に鑑み､政務調査費は､政務調査活動に要する経費に対

して適切に充当されなければならず､また､その使途に関しては､使途基準に従うとと損こ､

市民への説明責任を果たす観点から､透明性の確保が求められています｢､

政務調査費の運用については､既に､翻 綱 I+議会政務調査費の交付に関する規則､西宮市議

会政務調査費の取扱いに関する要綱が定められているところですが､ 上二記の要請に､より卜分

に応えるためにこの政務調査費cf)手引きを定が)ましたく

今後､この f弓ほ に疑義が生じた場合､あるいは社会情勢の変化により改訂の必要が生じた

場合は､内容の改組 こついて改めて協議､決定を行うものとします｡､



2 政務調査費制度の概要

交 付 対 象 〔お 会派 条例2条
② 議員個人 規則 2条

交 付 月 額 ① 会派に対し､15万円以下で会派の代表者の申しIii__'.た額に所属議 条例4条

員数を乗じて得た観.二:

② 議員個人に対し､15万円から上記の申し汁iた額を差し引いて得

た額C

③ 上記①及び②にかかわらず､議員の任期の開始した日 (当該H 5条

属する月は､条例の定めるところによりそれぞれ研ぎFjりによって

計算した額C,

交 付 申請 年度当初または任期開始当初に交付申請 規則こ3条

】交 付 請 求 ① 各四半期の最初の月 (4月 .7月 .ュo月 .i月)の5日までの i条例ニ玉条

請求により､10卜‖こ交付,Jそれぞれ招酎]､日曜日､休E.~〕(国民

の祝F-:-3に関する法律第3条に規定する休日)にあたるときは､順

交付 月 H 次繰り下げたHo 規則5条

② 新たに､又は追加 して政務調査費を交付すべき事由が生じたと

きは､請求の翌日から起算して30日以内に交付｡

使途 基 準 使途基準にしたがって使用しなければならないぐ, 条例6条規則 6条

経理責任者 政務調査費の交付を受けた会派は､経理責任者を置かなければな 条例 7条
らない乙.ニ

収支報告書〔f) 収支報吉舎を作成 し､領収書等の証拠書類を添 え て､翌年度の 条例8条4J=330廿までに議長に提tLHLなければならない〔〉

等の提出 ② 会派解散､議員任期満了等の場合は､ 事由U)生じたi:./I.10-)翌 卜用も規則7条

ら起算して30日以内に 収 支敵甘苦等を提才比

返 還 交付を受けた政務調査費の総額から､市政の調査研究に資するた条例fj条

め支flHノた総額を控除 して､残余があれば返還 しなければな らない!::

関係 書類の① 議長は､収支揮告 等を5年間保存しなければならない(〕 条例10条規則 8条
② 会派の経理責任者及び議員は､会計帳簿を調製 し､関係書類を



3 交付申請から収支報告まで (事務の流れ)

(1) 交付申請から交付

① 議長を経日日ノて市長に交付申詣

･ =>

② 交付決定

･ =>

③ 交付請求

④ 交 付

(手 交付申請

毎年度当初､議長を経由して市長あてに､1年分を申請 します｡

《交付申請書､会派結成届》

※ 改選隼は､年度当初に6月 lOHまでの額を申請 します｡

② 交付決定

市長から会派代表者及 び議員あてに交付決定されます｡,

《交付決定通知書》

③ 交付請求

各四半期の最初の月 (4月､7月､10jL 1月)に､市長あて請求します ,｡

《交付請求書､∠‖]には=座振込依頼書を添付》

④ 交 付

市長から､振込依頼川東に振 り込まれます/｡

(2) 収支報告及び返還

〔D 収支報告

( 必 要 に 応じ調査)
(萱)返雌

､tl貰!

②写しを送付

しわ 収支報告

翌牢度の∠日日弓0日麦でに､領収 書等の証拠 書 類 を 添 え て ､ 議 長 に報苦し志す､

側文支報告書､証拠奮類》

② 写 しの送付

議長は､提出された収支報告一書U)写 しを市長に提JuL圭す〔

③ 返 還

出納整理期間内 (翌年度の5月末日妾で)に返還 し去すし



4 政務調査費の運用指針 【総則】

(1) 透明性の原則一説明責任の範囲

政務調査費は､西宮市議会議員の調査研究に資するための必要な経費の 一部として交付さ

れるもので､その使途は､会派及び議員が自津主に基づき決定するものです∫′

そして政務調査費U)使途については､透明性確保の観点から､会派及び議員､自らが市民

への説明責任を果たさなければなりません<

こ の た め 議 長 に 提 出 さ れる収支報器差 に 領収書等の証拠書類を添付することとL､情報公

開制度の対象とすることにより透明性の向 1二をixjっています(､添付される証拠書類により使

途内容が把握され､説明責任が果たされることが期待される章jのですが､個別の事項に関し

ては､なお 一定の説明による補足が必要な場合があることが考えられ妾すくノ

(2) 実費原則と按分

ア. 実費原則

政務調査費は､社会通念 LS'-当な範囲のものであることを前提としたうえで､市政に関す

る調査研究のために､実際に要した費用に充当 (実費弁償)することを原則としますC

ィ. 按分

多面的な議を封斉動U)それぞれに要した費用が明確に区分できない場合にあっては､会派及

び議員U)判断により実態に即 Lて合理的な按分により政務調査費を充､1月一ることができま

す｡

(按分に関する注意事項)

① 按分により政務調査費を充当する場合は､会派支出吾､領収書貼付用紙などに按分割

合を記入し､支出金額欄には当該按分割合で計算した額を記入 してください｡

② ｢要綱｣及びこO-)｢手引き｣に示す割合を超えて充､''rl~る場合は､積算根拠を示すな

ど明確な区分をしてください｢､

③ 全額充当の場合は､社会通念 上 誤解を招くことのないよう留意してください｡

④ 通信費､ガソリン代については､｢要綱｣では2分の 1を 日限とする按分率を定 めて

いますが､使用の態様によっては､実態を勘案した按分率の l二眼によることが望 吏しい

ものとします仁



(3) 政務調査費で支出できない経費 (｢要綱｣ 第 4条 の 参 考 事例 )

r要綱｣第4条の項‡__---:i 参 考 事 例

〔D 交際費的な経費 慶弔､見舞 ､ 鰭 別 ､ 名 刺 作 成費､電報料､年賀はがき .季節挨
拶はがきの 購 入 印 刷 等

② 海外調査旅費

③ 政党本来の活動に属す る経 党費､党大会参加費､政党宣伝活動費､政党活動のための事務
費 所の経費等

④ 飲 食､遊興の経費 飲食を巨摘勺とした会合の経費､遊興を目的とした懇親会の経費

⑤ レクリエーション等の経費

㊨選挙活動に伴 う経費 選挙運動 .選挙活動に要する経費､選挙事務所にかかる経費

⑦ 後援会活動に伴 う経費 後援会広報にかかる経費､後援会が主催する会合の経費､後援
会事務所にかかる経費

⑧⑨ 自動剰 こ係る購入､リ-ス料及び修繕料等 車検代､オイル料､洗車料､税金､保険料等の維持経費を含む
事務所 として使用する不動産の購入及び建築二八月 を費

(4) 会派交付の場合の執行ルール

(原則)

庄) 調査研究活動の実施に関し会派で旨思統 せ 行 うこと(/

② 調査研究活動について実施結果を具有すること ､

し運用1

① 会派の代表勘ま､支とⅠ柑)決定者となり､経費の支出について決定を行 うとともに､政務

調査費の適正な執行に努める､

② 経理責任者又は議員は､政務調査費を支出しようとするときは､支出を要することを証

する書類を添付 した会派支裾 書き(参考様式 2)を作成 L､会派代表者に提‡桐 -る√

③ 会派代表者は､支出苦を確認し､支tLliの決定をする一､

(TJ 経理責任者は､支出した政務調査費につき会計帳簿等を調製 し､その内容を明確にして

領収吾等の証拠告類を整理保管する｡

⑤ やむを得ない動如こより領収吉を添付することができない場合には､経理責任者･による

支払証明諌支払報警告 (参考様式 3)を車)つてこれに代えることができる｡

⑥ 所属議員が調査研究のため会派共有備品を使用するときは､会派が当該議員に貸 与する,

この場合､経f瞑封f:者は､その旨を備品台帳に記毅する｡



(5) 高額耐久物品 (備品)

7. 備品

･高額耐久物-ちらの導入にあたっては､その必要性を 卜分に検討 し､リース等の活 用 も 含 め

で慎重に行ってください亡

･通常の状態でその形質形状を変えることなく､概ね 3年以 上二の使用に耐える物品で､そ

の本体価格が2万円以 l二(税抜き)のものを備品とします｡

※ 取得 した高額耐久物品(備品)の所翻嚢は議員に帰属 し､け柑)備品 とはなりません(

ィ. 備品台帳 (様式 6)

･備 品 を 導入する場合は､備品台帳に記載のう え､適正な管理に努め､ 二重の導入が な い

ように注意 してください√｡

･政務調査費の充当､新たな購入､所有権の証明などの際の重要な根拠 となるので遺漏の

ないように作成 ･管理 してください(｡

･台帳の保存期間は､記戟されている備品の廃棄後､5年間ですく)

ウ. 備品の処分 7買替

･判断基準の 一つとして､その都度､晶日ごとに ｢減価償却資産の耐用年数等に関する省

令 (昭和40年 3月3日l大蔵省令15号)｣を準用 しますし

･耐用期間以前の買い替えは､合理的理由がある場合に可能としますが､残存期間分の精

算を要します〔〕(計算例は､後記計算式◎ を参照)

耐用年数表 (｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣･抄)

用 途 細 目 耐肘年数 (午)

l. 家具､電気 事 務 机 ､事務いす､キャビネット及びその他のもの

主として金属製のもの 15
その他のもの 8

パー ソナルコンピ ューター (サーバ-用のもUI)を除く〔〕) 4
その他のもの 5

複:-:-機､ファクシミリ､その他これ らに類するもの 5

そ つ他の事務機器 5
3 光 学 機 器 カメラ 5

Ly政務調査費の充当及び残存期間分の精算

(ア) 5万円 (本体価格 ･税抜き)以上の備品取得

取得後の任期の期間分を充当可能額 とし､充当額は､ 以 卜の計算式で算出 します 〔

計算式◎ (12万P匪 匪務機器を購入 したときの 残 任期が鋼 明 場合)

③ 購入時充当額の計算

120,000円 -:- 5牢(60月) ×3年(36月) -- 72,000円

取得価格 耐用期間 残任期間 当任期充当額

② 次任期当初年度での充当額の計算

120,000rfJ ÷ 5年(60月) ×2年(24月) - 48,000円

取得価格 耐聯 那 葺ヨ 末充当期間 次任期充当額

-→ 耐用期間5年(60月)のうち､未充当の 2年(24月)を充当対象とします(,

･取得価格には､消費税､運送料､本体設置費を含み吏すが､周辺機器関係費､別途 ソ

フ トウェア関係費等は含みません(

6



･政務調査費の対象額を取得価 格 の 按 分 によ-つて充当する場合は∴ 翳刻安分後の対象額

を計算基礎としますlJ

･月数計算で 1月未満は切 り上げ､金額計算で ‖1】未満は切り捨てます亡

･取得任期分で未充当となった額は､以降の任期での充当が可能ですくこのため領収書

など支出内容の分かる書類のコピ-を備品台帳に添付保管してください(,

(イ) 任期途中の退職の場合

前項の(ア)により政務調査費を充当したものがあり､かつ退職時に当該備品 に耐用期間

の残存分があるときは､当該備品に係る耐用期間の残存分を充当した年度の 収 支 報 告告の

支出額について､残存価値に相当する額を減額修正することで精算を行いま す｡､修i目安の

充当可能額は､以 Trの計算式で算出します ｡

計算式◎ (前記◎ の場合で､購入 の 4 牢 6カ月後に退職 した場合)

① 購入時充当額の計算

120,000円 ÷ 5年(60片) ×
取得価格 耐用期間

② 次任期当初年度での充当額の計算

120,000円 ÷ 5年(60月) ×

取得価格 耐用期間

③ 退職時の充当可能額の再計算

120,000円 ÷ 5年(60月) ×

取得価格 耐用期間

3年(3653)

残任期間

2年 (24月)

未充当期間

1年 6月(18)】)

任期内在職期間

- 72,000円

購入時充当額

- 48,000円

次任期充当額

I--: 36,000円

充当可能額

※ 次任期当初年度の収支報告書で支出額に48,OOO円を充当Lていたものを､

36,000理 こ減額 し妾す

･取得価格､計算基礎､端数処理については､前記の(ア)を参照

れ 備品の滅失または投損

備品が､天変地災その他議員の責に帰することのできない泰f机こより滅失または毀損 (倭

理による対応が不合理であることを証 する熟扇等を領収書に添付)したときは､その使用期

間が耐用年数を溝 rしたものとみな す ことができます(

九 会派で取得 した備品の帰属

① 所有権は会派に帰属 しますく

② 会派が分離､統廃合 したときの備品の,JI.蛋,･jrF勘ま､関係在職者間で協議決定 します｡

③ fH織者がいなくなり会派が消滅する場合は､関係当事者間で備晶0)帰属を協議決定 しま

す,｡



5 使途基準項目別運用指針

(1) 調査研究費

視察､現地調査に要する経費

使途基準の

葦こな 内 容

交通費 鉄道費､ハス代､タクシ-代､ガソリン代､通行料等

宿泊費 宿泊料等

資料 ･調査費 資料費､施設入場料､使榊 斗､取材料､集計に要する経費､視察先-

の h葺封宅等

記録費 写真代､ビデオ ･CI)iI)Vi)への記録経費等

委託費等 調査研究委託費等

留 意 事 項

). 視察又は現地調査の活動記録簿 (様式2---i)を作成 し､視察 ･調査先の関係資料を添付

すること弓｡

ィ. 調査研究費の対象となる地域

･京阪神都市圏 (交通 ･通 信費の項を参照)を除く地域が対象となります,J

-ただし､京阪神都市圏内で綱 吉動であっても､交通費以外の経費を 要 する 場 合 は ､

括して調査研究費に計 Lしてください｡

り 鋸勺地の選定 :西宮市の行政課題との関連が明白であることL/

工. 旅費の運用指針

(ア) 実費により充当します,,

(イ) 経路､交通手段

a.経済的な通常の経路及び方法によるものとし､)刑責ljとして公共交通機関を利用すること{､

b.自家用車利用 :経済性､利便性などから必要性の合理的説明が可能な場合で､ガソリン

代 ･通行料 ･駐車料の金額が明確なものは充当可能とします｡､

(ウ) 旅費への充当

･原則として領収書の添付が必要です〔/

･金額が比較的少額 (おおむね2,000円以内)で､自動券売機､回数券､料金後納分U)刺

用など､禎収吾を微し難いやむを得ない事由がある場合は､領収書の添付に代え経路

と運賃を活動記録簿に記入し裾を･すること′

･宿泊料 :1二眼額は15,000円 (食費相当分には充当できません<)

･L記かっこ書きにかかわらず ､ 宿泊料が､朝食とセットになっている場合､あるいは

主三催 首の定める内訳が区分で き な い負担金による場合は､ L限額の範囲でそれに従う

ことができ志す′

･キャンセル料 :明示された正 当な 理 由に基づく場合は支出｡用巨(公務 ･病気等)

(ユ) 出発地

｡.出発地は､ 鉦室もLくは西宮 ｢琉 義会 と L ます〔

b. 鉦室を出発地 とす る場 合 ､ 駅 駐 車場 料 金 - の 充 当は､原則として公共交通機関利用の観

点か ら必要性 に注意が 必 要 です くノ

(i) 活動記録簿 に旅費U)内容 を 記 載 し ､ 領 収 書 を 添 付します｢､

原本 提 出

支 出 の 内 容 を

明らかにする書類

《視察 ･現地調査等》

領収 書等､政務調査活動記録簿

《調査委託費》

領収 書等

写し提fIJl 確認書類

《視察 ･現地調査等》

視察 ･調査資料 (抄本)

《調査委託費》

業務委託契約吾

業務委託成果物
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(2) 研修 ･会議費

勉強会 ･意見交換会瑚開催､講演会 ･研修会の開催､講演会 ･研修会へのll川酌こ要

する経費

使途基準の

主三な 内 容

会場費 施設等の設営費､借 国昭宗

講師費 講師等の謝金 ･謝礼等

交通費 鉄道費､ハス代､タクシー代､カ ソリン代､通行料等

宿泊費 宿泊料

食糧費 茶菓 召七､飲物代､食酎 七等

資料費 テキス ト代､参考資料代､資料作成費等

講習 ･記録費 講習機材費､写真代､ヒテオ ･CI)･I)Vr)への記録経費等

負担金等 出席者負担金 ･参加会費 (区分できない昼食代を含む場合も可)等

留 首 事 ‡宙

ア. 研修又は会議の活動記録簿 (様式 2-2)を作成 し､関係資料を添付すること〔

ィ. 講演会 ･研修会､会議等-の出席に際 し､研修 ･会議費の対象となる地域

･jiと阪神都市圏 (交通 ･通信費の項を参照)を除く地域が対象となります√,

-ただし､京阪神都市圏rJYごの活動あっても､交通費以外の経費を要する場合は､ 一括

して研修 ･会議費に計 ヒしてください｡

ウ. 内容 :柳 綱 紀)行政課題とU)関連が明白であること√ノ

工. 旅費の運用指針-調査研究費の項を参照

オ. 議員同 卜の勉強会や研究会に係る経費は支出できます｡

れ 記念式典-の脚酌ま交際費的経費ですが､活動記録簿で政務調査｢封内を説明 している場合

は支出できます√

辛. 食糧費

･講師等の食事代の f二眼 (昼食 :1,500円､夕食 :3,00()冒 )

･西宮 市 民 に対する飲食の提f期ま､公職選挙法で禁止されている寄附行為に該当するため､

主:_催する研修会等U)講師-の食酎 矩)提供等にあたっては注意が必要です〔

ク. 会員資格を得るための会費

会員資格を得る田内である研修や会議の内容が調査研究活動に有益であることが必要で

す｡､このことを説明するた裾 こ､Hi席した研修 ･会議にかかる活動記録簿を作成 し､研修 ･

会 議資料 (抄本写 し)を添付 して提出してください｡

支出でき

ないもの

① 議員が他の団体の役職を兼ねている場合､当該団体-の理事会等への手相寓に

要する経費

② 本会議 ･委員会等に出席するために利用する交通費､tJ~葦家用車等の燃料代③議員間 Lの懇親会､親睦会の経費

④ 交際費的経費 (祝賀会､親睦会､あいさつやテープカットだけの出席等)

⑤ 主としてアルコール飲料を提供する施設､その他の研修を行 う会場 としてふ

さわしくない施設等に係るもの

⑥ 会議 ･研修会-の一般参加者-の食事代

按分に対する

考 え 方

政務調査 と明確に区分できない政務調査以外綱 吉動を含む経費に計 Lする場

合､2分の 1を 1二眼として充当することができますく)

支 出 の 内 容 を

明らかにする書類

原本提出

領収書等､政務調査活動記録簿

:_./.HLL':侶

研修 ･会議資料 (抄本)
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(3) 広報 暮広聴費

使途基準の

i一な 内 容

政務等報告､広幸臥 政策等要望 ･意見聴取等に要する経費

会場費 施設等の設営費､借 1二料等

講師費 講師等の謝金 ･お礼等

交通費 タクシ-代､自家用車 (レンタカーーを含む)を利用した場合U)ガソリン代･

通行料 ･駐車料金等

消耗品費 消耗品の購入等

食糧費 茶菓召巳､飲物代､食酎 宅等

印刷製本費 印刷 ･製本等

資料費 テキスト代､参考資料代､資料作成費等

記録費 写真代､ビテオ･Clつ･ヱ)VI)への記録経費等

委託費 作成委託費 (IlP等)､HP運営費､広聴委託費等

通信費等 郵送代､配布代等

吊 .LL'j: 車 両

ア. 政務報告､政務広報の内容

･ 全 額 充 当U)場合､政務調査EhJi勺以外U)記毅の混在はできません｡

ィ.特定団体又はその構成員のみに対する政務雑書､政務広報については対象外です(,

ウ. ホ-ムページ

･原則として､政務調査t摘勺以外の記範の温fHまできませんこ,

エ. 会場費､講師費､交通費､食糧費等に充当するときは活動記録簿を作成 し､関係資料を添

付すること｡ノ

オ. 食糧費-研修 弓き議資の項参照

か 郵送料

･郵便切手､はがきを購入 した場合は､郵券 受払簿 (様式5)を備え管理 してください

｡郵送料は､使用 t摘勺を記入してください｡､

･政務調査関係以外U)文吾の同時送付はできません,,

支出でき

ないもの

① 街頭演説に係る経費

按分に対する

考 え 方

(ホ-ムペ一一ジ関係経費)

ホ--ムペ-ジ内に政務調査以外の側面がある場合､作成等に牽する経費には2分

の 1を 日限として充当することができますし､

(交通 費)

･EJ】家用車のガソリン代は､政務調査活動に対して3分の ]を 日限とLて充当で

き真すL,ノ

･その他の経費は､区分可能な章jのは区分 し､区分が明確でないものは､使用し

た額U)2分の lを L眼として充当できますく

支 出 の 内 容 を

明らかにする芳類

原本提出

領収書等

写し提出
広報 ･広聴費支鮎茂果物 (抄本)

確認封賓

業務委託契約告､業務委

託成果物､郵券受払簿
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(4) 資料購入費

調査研究活動のための図書､資料等の購入に要する経費

使途基準の

き三な 内 容

新聞購入費 新聞の購入費

図書･雑誌購入費 図書､雑誌の購入費等

各種資料費等 cI)･i)VI)の購入費等

留 意 事 項

ア. 新開､図書･雑誌､各種資料の品名 ･単価が､鰍板書又はレシ- 卜で明確であることが必

要ですL,,

品名等が記赦されていない場合は､納品吾･請求書等の別途質料を添付､もしくは補記記

赦してください｡､

また､購入資料は､それぞれ使用[摘勺を記入してくださいし,(資料の表題で内容が分かる場

合を除く√､)

(例)都市計【輔 f政資料､地方財政制度研究

ィ. 新聞､雑誌等購入原則

･年度区分 :定期印行物は､印行物U)納品[押)属する年度で区分して充､lHJますく､

･改選期 :現任期後にかかる経費は､按分して次任期に充当します く〕

ウ. 購入価格が2万円 (税抜き)以 E二の図書等は備品扱いとなります｡

支出でき

ないもの

① 娯楽的要素のある刊行物の購入は､原則できませんC,(スポーツ紙不可)

② 市政に関する調査研究に直接関係のない資料の購入はできません ｡

③ 市政に関する調査研究に直接関係のない講座等の受講料､資料代 も

④ 図書券の購入

按分に対する

考 え 方

(住宅地図)

2分のlを日限とする按分を原則とします

支出の 内 容 を

明らかにする書類

(原本提出)

領収告等､品名 ･単価なとが記擬された納品書等 (手,壬…きでの補記 可)
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(5) 交通 ･通信費

政務調査活動のための交通通信に要する経費

使途基準の

i三な 内 容

交通費:タクシー代､白家用車 (レンタカ--を含む)を利用した場合のガソリン代 ･

通行料 ･JSE瑚斗金等

通信費 :電話料､FAX料､郵送料等

インター-ネット費等 :インタ-ネット使用料､ネット情報使月洋一等

留 音 事 項

(交通費)

ア. [摘摘勺な活動圏である 卜記の京阪神都市圏を交通 ･通信費の ｢交通費｣a)対象としますぐ｡

(兵庫県)緋:,;rh-､神戸市､芦屋市､尼崎市､伊丹市､川西市､ :朝 市､宝塚市､

猪名川町

(大阪腐)大阪市､池田市､茨木市､吹田市､摂津市､ 高槻市､豊中市､箕面市､

島本町

(京都府)京都市､長岡京市､向卜日払 舟 冊卵r

右 京阪神都市圏Ulでの活動あっても､交通費､通信費以外の経費を要する場合は､ 一括 して

調査研究費など活動内容に組 己こする項目に計 lこしてください｡

ウ. 必ずしも活動記録簿の作成は要しませんが､鉦家用車利用のガソリン代を除き､原則とし

て個別の支出ごとに行き先､即勺を明記してください(ノ

工. 自動券売機､回数券､プリペイ ドカー ド0)利用､料金後納など領収書を微し難い場合

･活動記録簿で旅費の内訳を報告するものとし､領収書の添付を要しません｡,

れ 回数券等の購入

･実費弁償が明確な場合は許 しが可能です,,/

(例) 回数券を斯 ;悌 入してすべて使用する場合

タクシー-代

･個別の支出ごとに行き先､鋸勺を明記してください｡

午. 白家用車の利用 (レンタカーを含む)

･ガソリン代 :充当の 】二眼額を年12万円 (l人当たり)とします(

･通行料､駐車料 :個別の支出ごとに行き先､卜摘勺を明記してください(

･対象の鉦家用動ま原則 】台ですハ

(通信費)

). 電話 ･FAX料は､使用電話届 (様式:3)に記範の番片分を対象とし去す〔

雄;]定電話､携帯電話､FAX .,各機器 1台を認めます,1

･電 話 ･FAX料 :充当の日浪額を隼16万円 (1人当たり)としますl

ィ. インタ-ネット使用料の扱い

･事務所分1契約､鉦宅分 l契約を認 め ま す √､

ウ. 郵送料は原則として料金別納窓日払いに よ り ま す′

･郵便切手､はがきを購入した場合は､郵券受払簿 (様式 5)を備え管理してください〔

･郵送料は､使用卜摘勺を記入してください(ノ

･政務調査関係以外U)丈苦o)同時送付は で き ま せ ん {/
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(会計処理)

･領収書要件を満たさない書類及び年度未使用分の扱いは､ ｢4 政務調査費の会計処理｣

を参照

支出でき

ないもの

按分に対する

考 え 方

① プリペイ ドカ- ドの購入 (購入したプリペイ ドカー--ドを使用した場合の交通

費に充当することは可能です｡)

② 携帯電話の購入

③ 運転代行料

(交通費)

･自家用車のガソリン代は､政務調査活動に対して3分の 1を 日限として充当

できますC

･その他の経費は､区分可能なものは区分し､区分が明確でないものは､使用

した額の2分の 1を上限として充当できますく､

(通信費)

目上巨宅の固定電話､携帯 電話及びインターネットの使用料については､政務調

査活動として3分の 1をl二眼として充当できますく.

･上記の使用において私的利用が伴わない場合は､政務調査活動に対 して2分

の 1を L眼として充当できます｡

支 tIijlの 内 容 を

明 ら か に す る 吾 類

原本提出 確認書類

領収善等､政務調査活動記録簿 (必要に応 じ添付)

(6) 人件草

郵券受払簿

13



(7) 事務費

政務調査に必要な事務機器の設置､運用に要する経費

使途基準の

享こな 内 容

事務機器費 :コピー機､印刷機､パソコン､机､椅 デー､キャビネット､カメラ､録

音機器､ビデオ等の購入費､リース料､保守 ･修理費等

消耗晶費 :事務用品その他の消耗品の購入等に要する費用

食糧費 :茶菓 召し 飲物代

印刷製本資 :会議 ･研修費､広報 ･広聴費以外の印刷製本費

負担金等 :各種負担金等

留 吉を 事 踊

7. 備品については､｢2 (5)高額耐久物晶｣項目の記蔽事項を参照

･偏晶については､保存性の点から感熱紙ではない領収書 (具体的内容の記入された章〕の)

の添付を原則としますく

･耐用 年数は､｢耐用年数表｣を参照

-5jJVj以 l二C7)備品は､取得後の任期の期間分を充当可能額とします ｡､

-新たな導入時に耐用年数が経過 していない場合は､理由を示すとともに､残存期間分

の精算が必要ですぐ′

∫. 偏晶台帳の保存期間

･記戟されている備品の廃棄後､5年間

や. パソコンの扱い

･複数台もっことは､使鼎 勘軒､使用形態等から合理的理由がある場合は､可能です(ノ

エ. ソフ トウェア購入の扱い

･価格にかかわらず消耗晶とします｢､

オ. 会員資格を得るための会費

年会費その他その団体uj会員資格を得るための会費については､団体の活動方針､組織､

会計､活動実績等が明確であり､政務調査活動として認められる経費に限ります〔ユニのこ

とを説明するた裾 こ､政務調査活動として認められる内容等が分かる資料 (抄本写 し)を

添付 して提出してください｡｡

支出でき

ないもの

① 調査研究活動に直接必要としない備品等の購入及びリ…スに要する経費

② 任期未の備品購入､消耗品の大量購入

按分に対する

考 え 方

(事務機器費)

･事務所の事務機器費については､政務調査以外の活動と区分できない場令は､

2分の 1を L.眼として充当できますr

･鉦宅での使用分については､使用の実態に応 じ按分してください｡

(パソコンソフ ト､プリンタ一一インク等のサプライ晶)

政務調査活動以外でも使用されることが考えられることから､政務調査費-

の充当にあたっては､按分の必要性について考慮してください｡､この場合､政

務調査活動以外での使用と明確に区分できないときは､支出額の2分の 1を L

隈として充当することが可能です｡

支 出 の 内 容 を

明らかにする書類

原本提Ttill

領収 書等

写し提出 確認書類

団体活動説明資料 (抄本) 賃貸借契約書

ll



(8) 事務所費

L.-i



6 政務調査費の会計処理

(1) 会計帳簿等の作成

ア. 会計帳票､証拠書類等の作成 ･整理

政務調査費の交付を受けた会派及び議員は､政務調査費の適正な運用及び収支鍾苦を行 う

ために､収支について会計帳票を作成するとともに､領収 書等を ｢領収 劉 rfi付用紙 (参考様

式 1)｣ に貼 り付け､関係 奮類を整理 しますL,

ィ. 備品台帳､郵券受払簿､使用電話届､事務所届
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(2) 会計書類の提出 ･保管

ア. 収支報告書等の提出

会派の経理責任者及び議員は､収支報告善を作成し､領 収 書 等 の言出処書類 (原本)を添え

て､年度終了後､4月30日までに議長に提出しなければ な り ま せ んO

収支に残余額がある場合は､その額を返還しなければ な り ま せ んo

･会派の解散､議員の任期満了､議員の辞職などの 場 合 は ､ 30 日 以 内 に 収支報告書を提出

しなければなりませんC

･議長に提出された書類の保存期間は5年間です,A

ィ, 会計帳簿等の保管

収支報告書に添付される領収書とと緑こ議長に提出される書類以外の会計帳簿(出納簿等)､

成果物等については､会派及び議員において､収支報告書の提出期限の日から起算して旦隻

を経過する日まで展覧しなければなりません｡

･会派異動 ･解散､議員退職等の場合にも､保存期間が経過するまで関係書類を引継､保

管しなければなりません｡

ラ. 証拠書類と関係書類の提出 +保管

提出.保管 三速を 保存期間

収支報告時 ①収支報告書 (提出文書付き)

②項F:-_1-日3り集計表 (様式 日 5年保存

③領収書等､領収書等貼付用紙 (参考様式 1)

④会派支f甘苦 (参考様式2)､支払証明兼支払報告書 (参考

様式3)

⑤政務調査活動記録簿 (調査研究費､研修 .会議費､広報 .

広聴費)(様式2)

⑥賃金単価 .勤務時間等記載菩

抄本写し (手視察 .調査資料､研修 .会議質料 (案内文吾等)
②広報 .広聴費支助 長果物

③団体活動説明資料

使用開始時 - 締 芸(様式 3)､事二務所属 (様式4)

会派 . 収支報菖時 ､1.-で女安託成果物 会 派 O-:)経

/＼､}

契約書 (参考様式 5) 埋 責任 者

③業務委託契約 吾､賃貸借契約書 及 び 議 員

〔妻〕郵券受払簿 (様式 5)､ は 5年 保管

常時保管 ①通帳

②出納簿 (参考様式 4)

③備品台帳 (様式 6)

④視察 .調査資料､研修 .会議資料

⑤広撞 .広聴費支7-加k果物
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(3) 証拠書類の整備

7. 領収書

(ア) 要件と留意事項

田 ′官､ E

(手 宛 名 議員名または会派名が記載されていること(.二

② 内 容 ･支出した内容や具体的な品名 (図書名等)が明確に記載されていること〔>

･備品の場合は､品名 .品番 .規格 .金額P､帝ミが明瞭であることC÷また ､

保存性から感熱紙以外の領収書が望ましい(.1

･品物等が複数の場合､数量､単価が記載されていること(.i

･記載が十分でない場合は､納晶吾､請求 書等を別 途添付するかPtJ容を補

記記載するじ

③ 金 額 支出した金額が明瞭に記載されていること〔:?

④ 領 収 日 ∠‖:日 日から翌年の5月31日までのもの

(卦 発行者∵名E ぎ･記名､押印がされていること,:㌔

･受領者の連絡先が記載されていることくニ

-個人の受領名の場合は所在地等が記載されていることC～

(イ) レシー ト

･政務調査費に関する実務では､領収書とみなします,_

･①内容､②金額､③領収 日､④発行者名が記載されていること.:

･内容 (図書名等)が明確でない場合は､必要な補記記載をしてください√1

･感熱紙への対応 :文字が薄くなったり､消える恐れがあるところから､受領後､直ち

にコビ-をとるなど､そU)管理に留意すること亡

(ウ) 口座振込 ･銀行等の利用明細 ･振込金受取書､各種カー ド払い

請求書､納晶吾､クレジット利脚])]細､支払先確認告類､通帳写し､振込通知､活動記

録簿-の内容記入などを領収書要件不足分の補足説明資料としますo (カー｣ 払ヾいの場合

は､本人名義以外のカー ド利用分が混在しないよう注意してください｡;)

(エ) 収入印紙

F-l掬モ税法 上二､領収書の記戟金額が3万円以 主二(消費税除く)の場合に､発行勘 こおいて

貼付し､消印することとなってい吏す｡ノ(参考記載)

ィ. 領収書の添付に代える場合

事 由 領収書の添 付 に代えるもの

領収書を徴することができないもの 支払証明兼支払裾 ~黒 さ賢 (参考様式3)

自動券売機､回数券､料金後納制の利用な 活動記録簿 (P､摘iUA)記入のあるもの)による

ど､領収書を徴し難いやむを得ない事由がある場合で､金額が比較的少額 (おおむね2,00岬〕以内)の交通費､入場料 支払報苦

通い帳による賃借料 賃借料O-)記載された契約書の写しを添付

振込手数料､代引手数料､物【-§~締)配送料 .利j印明細 .振込金受取書での記毅､代引金額
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ウ, 領収書等整理方法

事務局でA4用紙のコヒ小を作成することを前提 とします｡

(手順)

① 会派の支山善あるいは領収書貼付用紙に貼付

② 領収 書は､貼付用紙に複数枚を連続 して貼付することができ妾す｡

③ 片面貼付､重ねない､4隅糊付け､必要記戟事項を隠さない｡

④ 費i柑)に区分 した うえで､日付順に整理 し､項削 り集計表の稜に添付

⑤ 領収 書に整理番冒せ 付 し､項 目別集計表に番ををを記戟

⑥ 項目別の書類の配列は､収支種舎吾の科酬貫き(｢調査研究費｣｢研修 ･会議費｣｢広報 ･

広聴費｣｢資料購入費｣｢交通 ･通信費｣｢人件費｣｢事務費｣｢事務所費｣)

⑦ 事務局ではバインダー保存するので､左側に綴 じ代を用意

⑧ 感熱紙の印字が薄い場合は､原本 とあわせコピー (コピーの旨を明記) 華)添付

⑨ 領収 書等が両面印刷やA4以 上二の大きさの場合

一--灘 附 けせず､そのままか仮虐め提Eii(例 :クリップなど)

◎領収書等の項目別整理 (参考例)

丈 支 報 告 吾 (様 式 第 8 号 )
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工. 支出内容を説明する書類

･政務調査活動記録簿及び支出内容O-)説明O-)ためのき類 (関係 書類)の写しを諦処書類に

添付 してください｡

･固定電話､携帯電話に つ い ては､電話会社による明細書を添付 してください｡ その際､

対象外の電話番引こ係るものは除外 しておいてください(′また不要分を黒塗 りしておい

てくださいく｡

(参考)

苦の添付及び黒塗りにあたっては斜線部分 以 外が必要部分です

NTT ドコモの場合 (例)

株式会社〇〇〇料金領収証

慧警 告金額を 新 品F育;一読 論 示=む

匝 亘コ ヤ ー山…ー〆 / ト j 禁 …'j/-;志警蓋妻妾 i‡

≧ 様 l ∃ ∈ 12,()()0叫

株式会社(二つ(二)〔:〕
l

使j紺電話届U:)番を=3.I

礼 2011年川 ご淋 分 (.〕司

i 請求棚 等詳細 税区分 ∃⊆

i-(.′亡.~ノ

㌧-塙.｢｣米粉 / - - ∃㌧-塙.｢｣米粉 / - - ∃
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(4) 帰属年度の考え方

市の会計原則に準拠 した運用 としてい圭す(

7. 会計年度

毎年4月1日から翌年の 3杵311ほ でとなります｡ただ し､改選のある年度は､任期溝 l

Hの 6月10[ほ でと新任期開始 日の6月11日以後を区分 しますL/

ィ. 年度所属区/7JL -発 /i:i 義 原 則

支出金に関する年度は､債務関係が発生 した日を標準としてそUjl律)属する年度 とします,

(例)･物品の購 入は､その納品があった [1

･サ--ビスや物品等の利 用 は ､ その利用 EIJ:ただ し､月単位の契約によるもU)

は､その最終利用n

･業務委託は､その業務完 fH

･交通費は､そU)利用日

(下記の､｢ウ.｣｢工.｣各項を参照)

ラ. 支出期間--uu-単年度会計

当年度に所属する債務につき4月 lluJlゝら翌年の3月31日真での間に 支出 Lたものを対象

とします√1

(例外)

① 隼度途中の会派の結成 ･解散､議員の任期満了

② 年度内債務の4月以降の支払 (出納整理期間-5/31までに支出)

③ 翌年度債務の前年度支払

･前払い契約に基づく家賃等は支払期限日の属する年度 (月単位契約対象)

④ 牢度をまたがる期間にかかる債務

･整塾丞畳L通整髪 :最終利用日の属する年度で支出 (月単位契約対象､水道料は 2

ケ月)

工, 年度をまたがる契約関係

･事務機器使用料 :月ごとの最終利用日で属する年度を区分 して支出 (月単位契約対象)

･定期刊行物 :刊行物の納品日で年度を区分 して支出 (次年度分に充 当 する際には､原本

は前年度分に添付の旨を記載 したコピーを添付)

･年会費 :年会費の支払 日の属する年度で支出

オ. 出納整理期間後の政務調査費の返還

出納整理期間後は､ 実 際 の 収 入 の年度で区分 (現金主義)
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7 年度更新､議員改選時の手順と注意事項

平成22年度

① 原則 として平成22年度分の債務はすべて同年度の政務調査費に充当してください,3

② 平成22年度中に納品､使用等が行われる債務は､同年度の政務調査費に充当するため､支

払が平成23年 5月未 ｢ほ でに行えるよう契約の変更等､必要な調整を行ってください｡

③ 新 しい任期 (6/ll-)のにかかる経費の支出を平成22年度の政務調査費に充当することは

行わない｡ (定期一二l桁 一物､使用料等)

④ 消耗晶 ･郵券 ･備品の年度末の購入については､佳期末も控えていることか ら､その必要

性が説明できるよう配慮が必要ですr,

⑤ 平成23年∠‖】に実施U)統 -地方選挙に関連 し､公職選挙法関係に対する配慮が必要です｡,

----Jl詩経･広聴活動､郵券 ･郵送料の使用 H的など

⑥ 収支報告書及び領収書等の早期仮提出 (2月18日まで) と点検

･仮の収支報告 吾を作成 し､それに伴 う領収 書等を添付 して提tLHJしてください〔

･原則 として平成22年12月末日までに支出 した分で作成 してください〔

･仮提出されたものについて事務局で内容点検等を行い､必要に応 じ補 正を求めることがあ

ります〔′

⑦ 改めて､平成23年4月末日までに確定分の収支報告書 と添付書類を提出 Lてください｡

･提出後､事務局が､収支報告書及び添付書類の最終的な内容確認を行いますCその際､

領収書の追加や内容の補正が必要な場合がありますrJ

･収支計算の結果､残余があれば同年 5月末日までに返還 しなければな りません｡､

平成23年度

① 新マニュアルの施行 (4/1)

② 現任期分 (4/1-6月0)の扱い

･現任期分(4/1-6/10)のみ交付申請できますO(4/l付けで議員 1人当た り35万円)

･支出対象に注意が必要で す ｡ (特に､新任期後は議員 とならない場-育)

･債務の発生時期により区分 し､6/10以前 (旧任期)の債務のみ充当 してください∫＼

fr記の債務についての取扱いは次のとお りです<

一年間契約の雑誌代 :納晶ilで区分

-【押j紙 :6月分全額を新任期分に充当 (退職議員 ･新任議員は 沼妄畔)で充当)

--光熱水勢 ･通信費 :最終利用日で区分 (退職議員 ･新任議員は 甘 到 り で 充 当 )

---事務所賃借料 :支払期限日で区分 (退職議員 ･新任議員 は 甘 到 り で 充 当 )

･7/11までに収支報告告及び添付書類を提tltHノてください(､

･提出後､事務局が､収支裾i1-億等の内容確認を行い表す(,その 際 ､ 領 収 吾 等 cj )追 加や内

容の補 正が必要な場合があります ノ̀

･原則 として平成22年度分の債務に充当できません｡

③ 新任期後 (6/ll-)

･新たに会派届を提出 (会派に所属する場合)後､改めて政務調査費の交付申請ができま

す｡(6/ll以降分)

･ぎ机f:期 (へ6/10)にかかる債務については充当できません(㌔(備品､任期をまた ぐ期間

に係る請求等を除 く)
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Ⅱ 政務調査費運用Q&A



1.総則

Q A

① 説明責任の範囲につ 会派及び議員は､政務調査費の使途に関して､透明性確保の観点から､

いて 市民-の説明責任を果たすことが求められます(フ

このため議長に提出される収支報告書に領収書等の証拠書類を添付す

ることとし､惰裡公開制度の対象とすることにより透明性の確保を図つ

ていますCまた､透明性の向上のため､活動記録簿など内容を説明する

資料の添付､購入内容の明記などを手引きに定めていますG

添付される証拠書類等により使途Pt]容が把握され､説明責任が果たさ

説明による補足が必要な場合があると考えられます

② 政務調査費執行におa.単年度会計原則 ----当年度の収入で当年度の経費を支出

ける帰属年度の考え方i b.会計年度-.---4月 1日から翌年の3月3圧トまで

e.年度所属区分-発生主義原則 (債務関係が発生した目を標準としてそ

のf~‥::W)属する年度で区分しますく〕)

(例外) 唖年度途中の会派の結成 .解散､議員の任期溝 {

②年度内債務の4月以降の支払 (出納整理期間の設定)

③翌年度債務の前年度支払 (契約に.基づく家賃等)

④年度をまたぐ期間にかかる債務 (光熱水費 .通信費 .旅費

a.出納整理期間後の返還は､実際の返還年度に帰属しますC,

③ 合理的な按分方法に 議員活動が多面的である..リブ､要した費用すべてについて､それぞれ

ついて を明確に区分できない実情から､会派及び議員の判断により実態に即し

て合理的な按分により政務調査費を充当することができるものとしま辛::～

ただし､｢要綱｣及び ｢手引き｣に示す割合を超えて充当する場合は､

積算根拠を示す などにより明確な区分をしてください(.二

全額充当の場 合は､他の鋸軸こ使)=-1ほ れているのではないかとの疑借

が生じるなど､社会通念上､誤解を招くことのないよう留意してください｡㌻

⑤ 領収書のあて名､晶 領収書には､(手あで名､②内容､③金額､④領収F上 ⑤発行者名と受

名の記載について 旗印が､記載されていることが必要です〔｣勺容 (品名､数量等)が具体

的に記載されていないなど要件を欠く場合は､請求書など説明資料を添

付するか､別途補足説明を付してください｡

レシー.-トは､政務調査費に関する実務では､領収書とみなしますので､

あて名の記載がなくてもかまいませんが､内容 (品名､数量等)が則本

的に記載されていない場合は､品名の記入をするなど､別途に補足説明

を付してくださいく-,

⑥ ガソリン代など請求 ガソリン代 等 ､ ク レジット払いのた裾捌文書がその場で発行されない

吾のみの場合の補完書場合は ､ 請 求 書や 利 用 明細など支払の内容を説E肝す-る書類のほかに､支

類 (通帳のコピ-等) 払 を確 認 す る保 管 書 類 と してクレジット会社の発行する引き落とし適

について 知 ､ あ るい は通 帳 の コ ピー-を添付 してください(,7なお(○この際､不要部

※ ｢要綱｣- 西宮 市政 務 調 査 費 の取扱 い に関す る要綱

｢手引き｣ 一一西′針 子5'政 務調 査費 の 手引 き
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2.使途基準項目別

(1)調査研究費

Q 一＼

(お 視察の行き先 .宿泊 視察は､本市の有する行政課題の調査研究に有益な自治体 .団体 .普

先の許容範囲について 公庁等が対象となります,⊃このほか､文化施設､福祉施設等の視察も可

能と考えられますが､いずれの場合でも､あらかじめ本市の行政課題と

の関連が明確な調査巨掴勺を設定したうえで､現地職員の案内 .説明を受

けるなど､調査鋸勺の達成が客観的に理解できる行動となることが望漢

しいと思われます〔ユ

また､単なる ｢見学｣や市の行政課題との関連が明確でない視察は､

観光であるとの誤解を生じかねないため避けるべきですLA,

--/一般的に観光地とされている地域-の視察､宿泊についても､同様に

誤解を生じかねないため必要性など十分な配慮が必要です〔⊃

② 視察の行程､交通手 公共交通機関を利用することを原則とし､経済的な通常の経路及び方

段について 法によるものとします〔ユニの場合､交通費の額だけで比較するのではな

く､宿泊費等も含めた旅費総額で比較判断して下さい,::/

また､2人以上が同乗することによる経済性､公共交通機関と比較 し

た場合の利便性などから自動車によることも可能です(..∫

(隷 ｢経済的な通常の経 r経済的な通常の経路及び方法 jのうち､｢通常の経路及び方法Jとは､

ついて という意味です(=〉

また､r経済的｣というのは､通常の経路が2以上ある場合に､そのラ

ち最も費用の安い経路によって旅費を計算するという意味ですが､いわ

ゆるチケットショップでの購入を推奨するものではありませんr,

具体的な運用にあたって不明な点があれば事務局にご相談くださいrJ

(,i) EI=三日1-:3の廃止及び宿泊 調査研究に要する経費-の充当は実費弁償によるものとします〔ン日当

費について は廃止され､宿泊費 (上限有り)など必要な経費については､実際に支

払った額に政務調査費を充当しますく,,旅行後､活動記録簿を提出し､そ

のけ--1で,旅費の内訳を報吉することになりますくつ

⑤ 視察に関する報苦吾 視察に行った場合は､政務調査活動記録簿(様式 以 卜､｢活動記録簿.｣)

等の提出､保管のありを作成し､視察 .調査資料 (抄本写し)を添付して提出してください(.さ

方 視 察 .調査資料の原本は､会派 .議員において関係書類として5年間保

管していただくことになりますLIJ

視察 .調査資料の原本を提出した場合は､事務局で抄本を作 成 し ､ 原

本を後目返却します ()

⑥ 委員会視察旅費等と 委員会視察等の公務と連続して調査研究に従事する場合に は ､ 公 務 の

の調整方法について 部分と調査研究費対象の部分を時間的､場所的､経費的に重 複 す る こ と

なく明確に区分し､支出してください,::I

このため旅費の充当にあたつては､滞在地を起点とし､費用の 対 象 と

なる経費の重複がないようにすることが必要です〔〉

⑦ キャンセル料計損こ 災害､病気などやむを得ない理由により旅行を中止または中断 した場

ついて 合､発生したキャンセル料について､理由を明 示し､政務調査費を充当

することができますじ

⑧ 回数券､プリペイ ド 回数券､プリペイ ドカー ド等の前払い方式の利用券は､原則として政

カ- ド等の利用の可否務調査に利用Lた分が順次､政務調査費-の充当対象となりますC1また､

について 充当にあたつては､活動記録簿-の経路 .費用の記入､プリペイ ドカー

ド東面コピ-による金額内訳の明示､別途レシー.-ト添付 (ガソリン給油
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(2)研修 ･会議費

Q A

① 交通費の実費計上に 交通費-の充当は実費弁 償 に よ る も の と し ､ 実 際 に 支 払 っ た 経 費 に 対

ついて し領収書に基づいて政務調 査 費 を 充 当 し ま す ｡ そ の 経 路 ､ 費 用 は 活 動 記

録簿を作成 し ､ 具体的 に明 ら か に し ま す 〔>

た だ し ､ 切 符の 自動販売機 や 回 数 券 な ど を 利 用 し た た め 領 収 書 を 得 ら

れ な い 場 合 は､活動記録簿に 経 路 ､ 費 用 を 記 載 の う え そ の 旨 の 記 載 を す

る こ と に よ り支払報吾 とし､ 領 収 書 の 添 付 に 代 え ま す 〔,,

② ｢経済的な通 常 の 経路及び方法｣ の 基準 につい て ( 1 ) の ⑦のA参照

③ 交通費支出の目的 . 研 修 .会議費に計上する場合 は､活 動 記 録 簿 を 作 成 し ､ 研 修 .会議資

正 当性の説明 に つい て料 (抄本写し)を添 付して提出 してくだ さ い 〔〉 こ の 活 動 記 録 簿および研

倭 .会議資料により 日的､内容 ､交通 経路 ､費用 内訳 が説明されること

に な ります亡.)

④ 交通費按分 のあり方 研 修 .会議費を ､ 政 務調査 と 明 確 に 区分 で きない政務調査以外の活動

ま す o

l⑤ 研修 .会議 実施 場 所以外の駐車場 利用の必要性と説明について l 活 動記録簿 (様式2-2)に駐車場利用の経緯を記載してください〇

⑥ 会議の政務調査との関連と説明について ②のAを参照

⑦ 交際的要素を持つ会 祝賀会､親睦会などに係る経費は､政務調査費の対象外となります｡3

議について 記念式典など-の出席に関わる経費の計_日ま､政務調査活動に有益と

LvpC活動記録簿が作成されていることが必要ですこ､

⑧ 会員資格を得るため 会員資格を得るi:-摘勺である研修や会議の内容が調査研究活動に有益で

の会費の要件について あることが必要ですC:このことを説明するために､['軸宿した研修 .会議

にかかる活動記録簿を作成 し､研修 .会議資料 (抄本写し)を添付 して

提出してくださいこニト摘勺である研修や会議が会費の納付と年度が異なる

場合は､研修や会議の内容が調査研究活動に有益であることを説明する

(3)広報 ･広聴覚

Q A ｢

g) ホ-ムペ-ジメンテ 政務調査費を全額充当する場合､政務調査卜摘勺以外の記載の混在はで

ナンス料の按分につい きませんrJ

-.㍗L また､政務調査E~~汗郁 /汐トo'}記載があれば､経費の2分の 1を L隈とL

て充当可能とします〔_〕

なお､作成されたホームページは､トト々 流動的な側面を有しているこ

とから事務局ではその内容の全体を確認できない性質があります(:,この

ためホーム ペ ー ジの 運 営 経 費 に 政 務 調 査 費を充当する場合は､各会派 .

議員におい て 十 分責 任 を も っ て あ た る こ と が必要ですく)
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Q A

③ 政務調査活動経書 (市 市政報吾などの広沌誌に政務調査費を充当する場合､政務調査 F_:-摘勺以

政事紀子)と政党活動､選 外の記載の混在はできませんC､

挙活動 との区別につい また､ホームページにおいて､政務調査卜摘勺以外の記載があれば､経

て 費の2分の 1を上限として充当可能とします〔,

④ 支lL川 こともな う成果 広報.広聴費の支出にともなう成果物がある場合は､その写 し(抄本)

物 (印刷物等)の提出義 を提tLi-1してくださいく=1

務について 成果物は､適宜､事務局で確認 します[:j

⑤ 業務委託の成果物の確認について ③のAを参照

⑥ 郵送代 (郵券)の管理 郵券 (切手､はがき)を購入した場合は､郵券受払簿 (様式 5)を作

等について 成 し必要事項を記入し郵券の適正な管理を図ってくださいじ

また､年賀はがき .季節挨拶はがきの購入には支LLHできません｡,,

⑦ はがき等送付 文 書 の 郵券受払簿 (様式 5)には､郵券の使用鋸 勺および使用枚数を記入 し

(4)資料購入費

Q A

① 書籍名の表記がない 徴収書や レシー トに書籍名等の内訳 (品名)が記載されていない場

領収書の取扱いについ合は､内訳を線正記入するなど明らかにしてください(二.㌻また､使用[:/I-ヨ

② 教材､自己啓発的な書 市政に関する調査研究に闘 妾関係のない資料の購入は不適当です〔ニ～

籍等の取扱いについて ただし､政務調査での必要性について合理的説明があれば充当可能で

すむ

③ レシー トに記載 され 鐙料を購入 した場合は､その内訳 (品名)を明らかにするとと緑 こ

た書籍等のコ-...｣ 番ヾ号使用巨封内も併せて記入 してくださいく二1この場合､レシー-トに記載され

につい て た書籍等のコ-｣ 番ヾ号と内容的に不.〟.一致の生 じることのないように十

分確認をしてください〔〕

④ 娯楽的要素のある一二り持物の取扱いについて 娯楽的要素のあるf肝西勿の購入は､原則としてできません(〕

⑤ 領収書等の トロ寸と購 i-鞘 三度会計の原則から､資料の納品されたFjを資料代の経費充当の

読期間の関係 (収支車腔7:-帰属年度としますく:,このため 1年分を超える経費充当や年度を超える

に計上する年度)につい 充当はできません｡

-.:7一｣ 代金--1舌前払いの定期f二頼二物で､年度をまたがって納品されるもの

こついては､納晶Erご年度を区分 して充当してくださいく=〉このとき､

を補足記載 してください,,Jまた､この領収書は､コピー して､翌年度

分に充当するとき使用することができます,:㌔
⑥ 住宅地図瑚購入につ 住宅地図の購入については､2分の lを_L隈とする按分を原則 とし

いて ますC1
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(5)交通 暮通信費

Q _＼

① ガソリン代､郵券等の ガソリン､郵券等U:)購入時に発行されるレシー トは､政務調査費に

領収書 (レシー.-卜)のあ 消する実務では､領収書とみなしますC レシー-卜にあて二名が記載され

で名について ていない場合､発行者にあて名の記載を求めることが望ましいと考え

ますrJ記載が困難である場合はなくてもかまいませんが､対象外のレ

シ- トと錯誤等がないよう十分ご注意ください,:i

② 年度末の通倍費について､請求書のみの添付の 3月未までの使用にかかる通信費について､支払が未済のため請求書のみを添付して政務調査費-の充当を行う場令､5月31F=]までに支

可否について 出可能なものが対象になります(:,後口､支出が行われた後に､領収書

を追加添付してください,:〉

③ ガソリン代について詩 クレジット払いなど､支払の内容が請 求書や利F:i:M庸一で把握できる

求書のみの場合の補完吾場合は､それらの書類のほかに､支払を確認する資料としてクレジツ

類 (通帳のコピー一等)に ト会社の発行する引き落とし通知､あるいは通帳のコピーを添付 して

ついて ください〔二〉なおGこの際､不要部分を黒塗りしておいてください(,

④ 電話代の明細の添付に 固定電話､携帯電話については､その支払いの内容を明確にするた

/ついて めに､電話会社による明細書 (計上分のみコピー後切り取り)を添付

してくださいlJ提tliJlにあたつては､対象外の電話番号に係るものを除

外しておいてください(_1また､不要分を黒塗りしておいてください{A,

⑤ 電話番号の届['_:_t_iについ 固定電話 .携帯電話 .FAXの使用料は各1台を､政務調査費に充

て 当することができますclこのため､あらかじめ使用電話届 (様式ニ3)

を提出してください1:〕

⑥ 電詣料 .インター-ネッ 電話 .FAX.インタ-ネット使用料等の使用料の充当は按分によ

て 設定していますC,

しかし､このうち鉦宅の固定電話およびインターネット使用料等､

携帯電話については､使用の実態を考慮するならば､政務調査以外の

議員活動 .政治活動が3分の 1､私的利用が3分の 1として､政務調

こ の 場 合 ､電話.FAXの使用料の充当額については､合計で年間

16万円 (1人当たり)を上限とします{〕

⑦ ガソリン代の按分につ ガソリン代の充当は按分によることを原則とします〔丁〉ただし､すべ

いて て政務調査活動のたが)であることが説明されるものについては､全額

充当できます｡.

按分率について､ ｢要綱｣では､交通費の按分率の 日限を2分の 1と

設定しています ｡/ しかし､そのうち自家用車のガソリン代については､

使用の実態を考慮するならば､政務調査以外の議員活動 .政治活動が

3分の 1､私的利用が3分の lとして､政務調査活動に対しての充当

の目安が3分の lとなることが考えられます｡:

この場合､ガソリン代の充当額については､合計で年間 12万FLj

(1人当たり)を_日限としますC.㍗

⑧ ガソリン代に係る政務 調査研究費､研修 .会議費の対象となる活動については､活動記録

調査内容の説明について 簿による政務調査内容の報告を求めることとしていますが､｢日鋼勺な

活動については､収支報告書の提出にあたって個別に説明義務を課す

ることはありませんC,

ただし必要な場合には､議員におい て所要の説明を行っていただく

ことになりますむ

⑨ はがき代､切手 代 等 の 郵券 (切手､はがき)を使片目ノた場合は､郵券受払簿 (様式 5)に

文と-旧掴勺の確認方 法 に つ 使用f://:摘勺および使用枚数を記入してください｡.
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Q A

⑩ 回数券､プリペイ ドカ 回数券､プリペイ ドカ- ド等の前払い方式の利用券は､原則 として

- ド等の利]紬7)可否につ 政務調査に利用 した分が､順次､政務調査費-の充当対象となります(:～

い て また､充当にあたつては､活動記録簿-の経路 .費用の記入､プリペ

イ ドカー-ド裏面コピーによる金額内訳の明示､別途 レシー ト添付 (ガ

ソリン給油利用)などにより充当根拠を明らかにしておくことが必要

ですC〉

なお､個別の充当が国難あるいは不適 当など合理的理[tu')ミあれば購

(6)人件費

Q A

① 雇用契約書の提示につ 政務調査活動を補助する職員を雇用している場合､領収書等提出の

いて 襟に､事務局にj.副手:3契約書 (参考様式 5)を提示 し､内容確認を受け

てくださいひ

② 賃金単価､勤務時間等 政務調査活動を補助する職員を雇用 している場合､領収書に賃金単

(7)事務費

Q A
① パ ソコンソフ ト､イン パソコンソフ ト､プ リンタ-.インク等のサプライ晶については､政

ク等のサプライ晶の充当務調査活動以外でも使用されることが考えられることから､政務調査

(按分の必要性)につい 費-の充当にあたつては､按分の必要性について考慮 してくださいく〕

て この賂含､政務調査活動以外での使用と明確に区分できないときは､

支出額の2分の lを上限として充当することが可能です〔ノ÷

また､プリンター.-インク等のサプライ晶など他の用途で使用可能な

消耗品の購入にあたつては､単年度で使いきれる程度の最とすること

が適切です,Jとくに､年度末の大量購入は不適切ですくつ

② 購入とリースの関係に 高額 耐久物晶の導入にあたつては､その必要性を十分に検討 し､リ

-ついて -ス等の活用も含めで慎重に行ってください(:,7

ll.沌十権が他にある事務機器を必要なときだけ借りる契約については

慎重 に行ってくださいひ

(3 高密機 器の計 日こつい 通常の状態でそ瑚 杉質形状を変えることなく､概ね 3年以 _1二の使用

-フ'~一し に耐える物品で､その本体価格が 2万円 (税抜き)以上のものを備 品

として管理 してください〔::備品を導入する場合 は ､ 備 品台帳 (様式6)を作成 し､適i王に管理

し､合理的理由がある場合 を 除 き､二重の導入がないように注意 して

くださいrJ.
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Q A

⑤ 備品購入費-の政務調 5万円 (本体価格､税抜き)以上の備品については､耐用年数を考

査費の在任期間分の充当慮 し､購入後の任期の期間分を充当可能額 としますC

について I/子羊 12万円のパ ソコン尉構入したときU)残任期が2年6カj/Wj場合の計算例

120,00(jM --:-. 4年(i.iS片) :〆2年6j=日こう(描 ) - 75,000Ll]

取得価格 耐用期間 残任期間 当任期充当額

取得価格には､消費税､運送料､本体設置費を含みます が ､ 周 辺 機

器関係費､別途 ソフ トウエア関係費は含みません(,

政務調査費の対象額を取得価格の按分によって充当する場合は､ 当

該按分後の対象額を計算.基礎とします(,

月数計算で 1月未満は切り_出ず､金額計算で 1円未満は切 り捨てま辛.

購入任期分で末充当となった額は､以降の任期での充 当が可能です=I,

このため領収書など支H.-:'l内容の分かる書類のコピー-を偏晶台帳に添付

保管 してください()

⑥ 耐用期間前の偏晶の買 耐用期間以前の備晶の買い替えは､合理的理由がある場合は可能で

い替えについて すが､残存3:-tJ職 分の精算を要します〔〕

:/壬::i 計算例 (前記(第0)場合で､購入aji隼6ケ月後に買い替えた場合)

取得価格 耐用期間 買替え前U)期間 精算後の充当~可能額

-購入年度 の 収 支 宰鋸号音 で 75,000円を充当している阜jのを､-略 000円に

減額します｡

⑦ 電化製品等のポイン ト 政務調査費による購入で得た多額のポイン トが､私的に使用できる

の取扱いについて 状態にあった場合､問題あり､との指摘を受ける可能性があります〔j

取得 した場合には､政務調査費に該当する支出に充当することが望ま

(8)事務所費

Q A

① 敷金､礼金､火災保険 事務所や事務所駐車場の借用に際 しての敷金､礼金､火災保険料等

料等の取扱いについて は､政務調査費に充当できません〔〕

② 政務調査以外の用途に 事務所費に係る支出対象を､政務調査以外の用途に使用 している場

使用する場合の按分 とf二合は､支.Ei鳩目の2分の 1を 日限として充当することができます 〔.) ただ

眼に-ついて し､使用実績等を明確にして区分する場合､2分の iを超えて充当す

ることができますC.㍗

③ 契約書の提示について 事務所や事務所駐車場を賃貸借 している場合は､領収書等提～蝉 〕際

こ､事務局に賃貸借契約書を提示 し､内容確認を受けてください(-,

する契約について 政務調査費を充当することはできません(チ

について ‡引昔料 (法人所有を含む)に､政務調査費を充当することはできない
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Ⅲ 様 式 . 参 考 様 式



(様式 日

項 目 別 集 計 表

(平成 年度)

項 目名 !

年月日 支 出 内 容 支 出 備 考 整理番号

円

円

円

冒

円

=

円

冒l

円

冒

円

円

円I

円

冒

円

円

円

円

円

円

円

円

※ 領収書は項目別に整理し､この集計表を表紙 としてくださいC
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(様式 2-日

政務調査活動記録簿 (調査研究費)

整理番号 会派名 (議員名)

年 月 日 平成 年 月 日 ( )～平成 年 月 日 ( )

場 所

視 察(調査)先

参 加 者氏 名

上記活動に要 した経 費 ① 交 通 費

経 路 利用交通機関 積 算 金 額

円

円

冒

円

計 門

③ 資料 .調査費 円 内訳

④ 記 録 費 円 内訳

⑤ 委 託 費 円 内訳

㊨ 円 内訳

合 計 冒

支出報告 以上のとお り活動 し経費を支出しました⊃ 議 員 名 印

備 考

* ス ペ一一スが足 りない場合は､別途資料を添付 してください,J
やむを得ず領収書を添付できないときは､支出報告欄に記載 ください｡
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(様式 2-2)

政務調査活動記録簿 (研修･会議費)

整理番号 会派名 (議員_名)

年 月 日 年 月 日 ( )～平成 年 月 f::I ( )

場 所

名 称

秦 加 者氏 名

目 的 .内 容 .結 果 等匡

上記活動に要した経 費 ① 会 場 費 rl】

② 講 師 費 冒

③ 交 通 費

経 路 利用交通機関 積 算 金 額

円

｢1-3

H

計 F.~~13

④ 消 費 トリ

⑤ 食 糧 費 門

⑥ 資 料 費 門

⑦ 講習.記録費 冒 内訳

⑧ 負 担 金 rrj

⑨ FAl-ヨ 内訳

合 計 門

支日用腔子以 巨7~)とお り活動 し経費を支廿日ノましたニー 議 員 名 印

備 考

* スペ- スが足りな い 場 合 は ､別途資料を添付 してくださいぐ

やむを得ず領収書を添付できないときは､支t掴腔71欄に記毅くださいぅ

3′i



(様式 2-3)

政務調査活動記録簿 (広報･広聴費)

整理 番号 会派名 (議員名)

年 月 F-_:1 年 月 ｢=1( )～1-I:-成 年 月 卜-3 ( )

場 所

名 称

参 加 者氏 名

F≡弓 的 .内 容 .結 果 等l 萱

l二記活動に要 した経 費 ㊨ 会 場 費 門 内訳

② 講 師 費 円

③ 交 通 費

経 路 巨 相接 適機関 積 算 金 額

i 円

I 門

汁 円

④ 消 耗 品 費 門

⑤ 食 糧 費 ドニ】内訳

㊨ 印刷 製 本費 冒

⑦ 料 費 円

⑧ 記 録 費 Pj

⑨ 委 託 費 門

⑩ 通 信 費 門
合 計 門

支出報告 以 l二のとお り活動 し経費を支出しました〕 員 名 目~j

備 考

* スペースが足 りない場合は､別途資料を添付 してください｡

やむを得ず領収書を添付できないときは､支出報告欄に記搬ください
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(様式 3)

使用電話届 (兼変更届)

年 月 日

西宮市議会議長 様

会派名 (議 員名)

政務調査費の交通 ･通信費にあてる使用電話番号を以下の とお り届けます｡

種類 設置場所 電 話 番 号

(旧 : ) I(旧番号 : )

E (旧 : ) Ⅰ 2(旧番号 : )

※ 設置場所､電話番号変更 の 場 合 は ､ 旧 の 欄 も 記 入 く だ さ い ｡
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(様式 4)

西宮市議会議長 様

事 務 所 属

年 月 日

設 置 年 月 日

事 務 所 名

所 在 地 ⊇

電 話 番 号 ( )

延 べ 床 面 積 (nf)
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(様 式 6)

備品台帳 (政務調査費)

N ｡ .

品 名

規 格 .晶 質

購 入 価 格 円 本体価格 円消費税額 門
購入経費 円

賦 入 牢 月 日 平成 年 月 ｢才 I

耐 用 年 数 がE経 過 す る を~-i 年 月 を~~-i

政務調査費 年度 円÷ 年 ( 刀)× 年 月( 刀)ニ ト11

充 当 額※ 1件5万円以上の場合に (購入価格) (耐用期F~告‖ (残任期間) (充当額)

※ 1ケ月未満､ lF.'1:ト未満切 り捨て

年度 P十÷. 午 ( 刀)× 年 月( 刀)- 冒(購入価格) (耐用期間) (残任3.葺那弼) (充当額)

次の任期にも充当する場合は､音掛侵害 ※ 1ケ月未満､ 日甘未満切 り捨て

年度 円二.-.. 午 ( 刀)× 年 月( 刀)- 円等のコピー-を (購入価格) (耐用期間) (残任期間) (充当額)
添付保存 ※ 1ケj~-.j未満､ Hij未満切 り捨て

使 用 場 所

使 用 音 名

備 品 廃 止年 月 日 辛-成 年 月 [:i

廃 止 理 由 1.耐用牢数を経過
2.故障

3.その他 ( )
※ 2.3.の場合､疎明資料を添付

備 考

※ 耐用年数経過前に備品を廃 15こする と き は ､ 政 務 調 査 費 充当額欄を記戟するく
※ 台帳の保存期間は､備品の廃止 後 5年 し
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(参考様式 i)

領 収 書 等 貼 付 周 紙

ノ40



(参考様式 2)

会 派 支 出 書

使途基準
項 目

□ 調査研究費
巳 研修 ･会議費

口 広報 ･広聴費
□ 資料購入費

□ 交通 ･通信費
□ 人件費

□ 事務費
□ 事 務 所 費
□ その他の経費

支 出 年 月 日 年 月 日

支 出 金 額

充 当 額

支 出 先

詳 細 項 目

領収書 ･その他証拠書類 貼付欄
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(参考様式 3 )

使 途 項 目

支 払 年 月 日 年 月 日

支 払 額 円

支 払 先

使 途 及 び 内 容
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円
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円
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円
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円
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円
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(参考様式 5)

雇 用 契 約 書

氏 名 生 年 月 日 年 月 日

現 住 所

F記の条件で契約を締結 します｡,

雇用予定期間

就 業 場 所

職 務 内 容匡

就 業 時 間

勤 務 日

給 与( 賃 金 )

給 与 支 払

給与支払方法

上記契約期間満了をもって本契約を解消するロ

年 月 日

(雇 用 者) 議員氏名

(被雇用者) 氏 名

H



(参考様式 5)

雇 用 契 約 書 (記載例)

氏 名 〇 〇 〇 〇 印 生 年 月 日 年 月 日

現 住 所 西宮市○○町○丁目○○-○○-〇〇〇号

下記の条件で契約を締結 します Ll

雇用予定期間 年 月 日～ 年 月 日

就 業 場 所 西宮市六湛寺町〇〇番〇〇号 ○○事務所

職 務 内 容 市民意識アンケー ト集計業務補助

就 業 時 間 午前 9時～午後 4時
(正午～午後 1時は休憩-無給)

勤 務 日 月～金 (国民の祝 日を除く)

給 与(賃 金 ) (月額 .日額 .時給) 冒 (交通費含む .別途実費支給)

給 与 支 払 月末支払 翌 1()目支払

給与支払方法 現金払い .振込み ○○銀行○○支店 普通 〇〇〇〇〇〇

※ 本 契 約 書は 2通 作 成 し ､ 雇用者及び被雇用者双 方 が 各 1 通 保 管 す る ｡-

年 月 日

(雇 用 者) 議員氏名 0 0 0 0 印

(会派雇用は､会派の名称及び代表者氏名)

(被雇用者) 氏 名 0 0 0 0 印
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地方自治法 (抄)

(昭和22年4月17日)

(法 律第67号)

第 10〔)条 (調査権､出頭証言及び記録の提tl儲 求､協議 ･調整の場､議をliの派遣､政務調査費､

刊行物の送付､図書室等)

⑭ 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査研究に資するため

必要な経費の 一部として､その議会における会派又は議員に対し､政務調査費を交付すること

ができる(この場合において､当該政務調査費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定

が)なければならないU

⑮ 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議至紳士､条例の定めるところにより､当該政務調

査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとするC

i8



西宮市議会政務調査費の交付に関する条例

(平成13年3月28[り

(柳 銅 卜条例第47号)

沿 革

平成14年7月12E∃ 条例 2号 [1]

平成19年 3月27日 条例59号 [2]

平成20年 9月18日 条例16T,ラ-[こう]

平成20年10月 1日 条例21享‡[4]

(｢封杓)

第 1条 この条例は､地方iM台法 (昭和22年法律第67号)第100条第1車頁及び第15項の規定に基づ

き､酎 射 1-議会議員の調査研究に資するため､政務調査費を交付することに関 し必要な事項を定

め､もって酉宮市議会の活性化を図ることを卜掴勺とするO [1] [3]

(交付対象)

の所属議員を1Jlするものに限る｡以 F同 じ )又は議員に対 して交付する｡ [2] [4]

(交付の方法) [2]

第3条 政務調査費は､各匹伴 期の最初の月に､)翳刻肝 胃榔こ属する月数分を交付す る｡ただ し､

匹‖甥 亨の途中において議員の任期が満 Tする場合は､任期溝 fHの属する月までの月数分を交付

する() [2]

2 政務調査費は､各匹‖甥匠)最初の月の10日に交付する(ノ ただ し､その日が 棋勘 上 即勘巨又は

休日 (国民の祝削 こ関する法律 (昭和23年法律第178号)第3条に規定する休 Hをい う｡､)に当た

るときは､順次繰 り下げた日に交付する｡､ [2]

3 第 1項本 文及び前項本文の規定にかかわらず､ iJL]半期の途中において新たに､又は追加 して

政務調査費を交付すべき動tjが生 じたときは､当該政務調査費の交付請求が あ った日の翌日から

起算 して30日以内に交付するものとする｡〕 [2]

(会派に対する政務調査費) [2]

第 4条 会派の代表者は､年度当初(年度途中に新たに結成 された会派にあっては当該結成､l沌j)

に月額15万円を限度 として当該会派に所属する議員 1人につき会派が受け取るべき政務調査費の

額を申し出なければならない｡, [2]

2 会派に対する政務調査費の月額は､前項の規定により会派の代表者が申し出た額に各月の 1日

(以 rr｢基準 日｣とい う｡)に在職する所属議員U)数を乗じて得た額 とする′ノただ し､任3翫机アH

u)属する机 こあっては､当該会派の代表者が申し出た額をF卯 持)基準日から任期溝 ftjまでの 日

数を基礎 として侶別りによって計算した額に相当する額に同j持)基準削こ竜三職する所属議員の数

を乗 じて得た額 とする｡ノ[2] [4]

3 次の各 号に掲げる会派に対 しては､それぞれ､翳亥各 を封二定める額の政務調査費を交付す る(.

(I) ･般 選 挙 により当選 した議員の任期が開始した 日 (､E3該Eはミ基準日である場 合を除 く｡以ド

ニ の き封 こ お いて ｢任期開始日｣とい う｡,)に結成 された会派 任期開始 臣7)属する月の政務調査

費 と し て ､第1項の規定により会派の代表者がE‡日ノ出た額を任期開始 t摘 ､ら同月の末 日までU)

日 数を基礎 として｢撒 JV)によって計算 した額に相当する額に任期開始 卜‖こ在職する所属議員の
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数を乗じて得た額

(2き 補欠選挙その他のF鋸 】により 一般選挙により当選 した議員の任期の途中から議員とな っ た 首

がその者の任期が開始した口 (当該E摘ミ基準日である場合を除く｡以 卜この号において ｢任期

開始日｣というC)に既に政務調査費の交付を受けている会派に所属した場合の､1'irf亥会派 任期

開始Ejの属する月の政務調査費として､第 1項の規定により会派の代表者が申し出た額を任期

開始日から同月の末lほ での目数を基礎として日割 りによって計算した額に相当する額

[4]

4 -LJtH甥lO二)途中において新たに結成された会派(前項第 15封こ掲げる会派を除くハ)に対 しては､

当該結成の届出のあった日の属する月の翌月分 (届出のあったt用リl招妻日に当たる場合は､その

日の属する月分)から政務調査費を交付する｡｡ [2] [4]

5 議員が基準日又は当該議員の任期が開始した鋸こおいて議員が辞職 し､失職 し､除名され､若

しくは死亡し､又は所属する会派から脱会した場合は､当該議員は､これらのElの属する月の所

属議員に含まないものとし､基準日又は第3項第 1号U)任期開始[‖こおいて議会又は会派の解散

があった場合はこれらの目の属する月の政務調査費を､同項第2号の任期開始削こおいて議会又

は会派の解散があった場合は閲覧封こ規定する政務調査費を交付しない｡ [2] [4]

6 -四半期の途中において､政務調査費の交付を受けた会派の所属議員の数に粗動が生じた場合

で､既に当該l俳‡'--,tgj分として交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額に満たな

いときは､市長は､当該満たない額を追加 して交付し､既に当該四､円yl/jJtとして交付した額が異

動後の所属議員の数に基づいて算定した額を超えるときは､当該会派は､当該超える額を返還 し

なければならないく [2] [4]

7 政務調査費の交付を受けた会派が当該四半期の途中において解散したときは､会派は､解散の

Hの属する月の翌月 (解散のHが基準削二当たる場合は､そのtJU)属する月)以後の月分の政務

調査費を返還 しなければならない(㌔ [2] [4]

(議員に対する政務調査費) [2]

第 5条 議員に対する政務調査費の月額は､ 15万円とする{ ただし､議員の任期が開始したHの

属する月又は任期溝rHの属する月にあっては､ 15万円を当該月のうち任期のある日数を基礎

としてE播 jV)によって計算した額に相､1'rLrる額とする｡ [2] [4]

2 前項の規定にかかわらず､議員が会派に所属する場合であって当該会派が政務調査費の交付を

受けるときU)当該議員に対する政務調査 費U)月額は､15万円 (r砕鋸二だし吾に規定する場 合 に

あっては､同項ただし吾の規定により[緩 りりによって計算した額に相当する額)から当該 議 員 o)

所属する会派に交付する政務調査費の月額のうち当該議員 分 に 相 ､牛}~る額を差し引いT得 た 額 と

する(. [2｣ [4〕

ニ3 議員が基準日又は当該議員の任期が開始した日において辞職 し､失職 し､除名され､若 しくは

死亡し､又は議会U)解散があった場合は､これらの日の属する月の政務調査費を交付しない,ノ[2]

[4]

4 政務調査費の交付を受けた議員が､ ･VLj半･某胆う途E机こおいて辞職 し､失職 し､除名され､若 し

くは死亡し､又は議会の解散によ畑議員でなくなったときは､当該議毒針ごなくなったtlの属する

月の翌月 (議員でなくなったHが基準削こ当たる場合は､その日の属する片)以後U)月分の政務

調査費を返還 しなければならない｡J [2]

5 -四半期据金中におい て､議員が所属する会派を異動 (新たに会派に入会し､叉は脱会した場
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合を含む(以 印71じ｡)した場合で､既に当該i俳i'--3那)として当該議員に交付した額が異動後uj

当該議員に交付すべき額に満たないときは､市 長 は ､ 当 該 満 た な い 額を追加 して交付 し､既に当

該四半13明分として当該議員に交付した額が異動後の､j絹亥議員に 交 付 す べき額を超えるときは､当

該議員は､当該超える額を返還 しなければならない､ノ [2]

(使途基準)

第6条 政務調査費f)交付を受けた会派及び議員は､政務調査費を別に定める 使 途 基 準 に 従って使

用するものとL､市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のもの に 充 ててはならない｡

[2]

(経理責任者)

第 7条 政務調査費の交付を受けた会派は､政務調査費に関する経理責任者を置かなければならな

い｡ [21

(収支報告吉の提出)

第8条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は､別に定めるところにより､政務

調査費に係る収入及び支出の報告書 (以 卜 ｢収支報告書｣という｡､)を作成 し､ 領 収 苦 等 の 言揖 処

書類を添えて､議長に提日日ノなければならない｡ [2]

2 収支報告善は､前年度の交付に係る政務調査費について､毎年射 ]30日までに提出しなければ

ならない｡ゝ

3 前項の規定にかかわらず､政務調査費の交付を受けた会派が解散し､又は政務調査費の交付を

受けた議員が所属する会派を異動し､若しくは議員でなくなったときは､当該会派の経理責任者

であった音叉は所属する会派を異動し､若しくは議員であった勘ま､当該動如)生じたflの翌日

から起算 して30日以内に収支報告蒼を提出しなければならない(㌔ [2]

(政務調査費の返還)

第9条 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は､そC7)年度において交付を受けた政務調査費の

総額から､当該会派及び議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として

支日日ノた総額を控除して残余がある場合は､当該残余の額に相､1月~る額の政務調査費を返還 しな

ければならない｡′ [2]

(収支対韓,J一穿U)1射≠)

第10条 議長は､収支裾を苦を､提Hjf+べき期限のf用 らゝ起算して5年を経過するHまで保存しな

ければならない√, [2]

(委任)

第11条 こO-)条例に定める章)a)a)ほか､政務調査費の交付に関し必要な事項は､市長が規則で定め

る(. [2]

付 則

この条例は､平成13牢射H t摘､ら施行する｡

付 則 (平成1晒三7月12日西宮 市条例第2をヨー[日 酢lLl;lif病院事業の設置等に関する条例等

U) 一部を改正.する条例 2条による改トロ寸則)

この条例は､平成14年9月日用､ら施行するC/ただし､第2条の規定は､公布のFjから施行する,j

付 則 (平成19年3月2円‖桝獅 i条例第591,3-[2])

この条例は､平成19年6f日用 から施行し､平成19年 7月1日以後U)基準日において結成 されて

いる会派又は和織する議員に対して交 付 す る 政 務 調 査 費 に つ い て 適用するく
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付 則 〔平成2()隼 'j)日紺 蜘綱 ㌢条例第1糾う-[3]地方自治法の 一部を改正する法律銅 転行

に伴 う関係条例の整理 に 関する条例第 1条による改i即付則)

この条例は､交付のflから施行する｡ノ

付 則 (平成20牢10月1日柳 糾 す条 例 第21号 [4])

この条例は､交付の卜1から施行する｡
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西宮市議会政務調査費の交付に関する規則

(平成13年 :3jはさ汗‖

(軒富市規則第59号)

沿 革

平成19年6月11日 規則5号 日 〕
平成23年2月2鋸1 規則40を5-[2]

(趣旨)

第 1条 この規則は､酢妄洞f議会政務調査費の交付に関する条例 (平成12年西宮市条例第47号｡以

卜 ｢条例j とい う√｡)に基づき交付される政務調査費について必要 な-お,:項を定めるくノ

(会派届等)

第 2条 政務調査費の交付を受けようとする会派は代表者を定め､市長に対 し､議長を経由して様

式第 日封こより会派結成届を提出Lなければならない｡

2 前項の規定により届け出た事項に異動を生 じた場 合 は､様式第2別 こより会派異動届を提出 し

なければならない｢ノ

:う 会派を解散したときは､当該会派U)代表者であった勘ま､市長に対し､議長を経由して様式第

3を封こより会派解散届を提出 しなければならない(ノ

(交付t裾引

第3条 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員 (以 卜 ｢会派の代 -表 音 等 ｣ と い

う｡)は､毎年度､市長に対 し､議長を経由して様式第4を封こより政務調査費交付 申請 書を提 出

しなければならないtj H ]

2 前 項 の 規 定により咋緩告した事項に変更を生 じたときは､市長に対 し､議長を経由Lて様式第 5

を封こより政務調査費交付変更申請書を提出しなければならないO

(交付決定)

第4条 市長は､毎年度､前条の規定により申請のあった会派及び議員について交付すべき年度分

の政務調査費の額を決定し､当該会派の代表者∵等に様式第6を封こよる交付決定適裾 引こより通知

するものとするハ 日 〕

(交付請求)

第5条 前条の規定により通知を受けた会派U)代 表 者 ∵等 は､政務調査費の交付日の属する月の5日

妾でに､市長に対 し､様式第7を封こより政務 調 査 費 交 付請求書を提uけ るもU)とする〔ただ し､

そ CjjHlJH二曜軋 日曜日又は休日 (国民の祝日に 関 する法律 (日鋼ri23年法律第178片)第3条に

規定する休日をいう√)に当たるときは､順次繰 り日でたfH二する√｡ [日

(使途基準)

第6条 条例第6条に規定する政務調査費の使途基準は､別表に掲げる項tに ､とに概ね右欄に掲げ

るものとするI: 日 ]

(収支裾 i1--吾)[日

第 7条 条例第8条第1項の収支 封津 汽 劉 j I､ 様 式第8号のとお りとするC [1]

2 議長は､条例第8条第 1項の規 定 に よ り提Hllされ た収支雑器 等(様式第と‖3日 そ の i)を除く､)

の写しを市長に送付するものとす る , [i]
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(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は､政務調査費の効 目,について会計

帳簿を調製するとともに､関係書類を整理 し､これらの畜類を当該政務調査費に係る収支報告告

の提出期限の11から起算して5年を経過する巨ほ で保管 しなければならない｡ [日

付 則

(施行期 日)

1 この規則は､平成13年4月 日 用､ら施行する〔

(西宮市議会の会派に対する調査研究費補助金交付規則の廃止)

2 西宮市議会の会派に対する調査研究費補助金交付規則 (昭和46年西宮市規則第3日うう は､廃止

する(｡

(緋 糾 す議会の会派に対する調査研究費補助金交付規則の廃山 こ伴 う経過措置)

3 廃 止前の柳 糾 す議会の会派に対する調査研究費補助金交付規則の規定により交付された補助金

に係る報告及び返還については､なお従前の例による｡

付 則 (平成 19年6JH lnil,む則第5きき一[1])

この規則は､平成 19年 6月11日から施行 し､西宮市議会政務調査費の交付に関する条例の 一

部を改11三する条例 (平成 18年西宮市条例第59号)による改正後の師 銅 J一議会政務調査費の交付

に関する条例 (平成 12年酎 綱 3-条例第47号)の規定により交付する政務調査費について適用す

る(1

付 則 (平成23年 2月28日規則第140をヨー[2])

この規則は､平成23年4jH tu)､ら施行するL
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別表 (第6条関係)

[1] [2]

政務調査費使途基 準

指 日 内 容

調査研究費 視察､現地調査に要する経費
(交通費､宿泊費､資料 .調査費､記録資､委託費等)

研修 .会議費 勉強会 .意見交換会のf瑚様､講演会 .研修会の開催､講演会 .研修会-

のた.Ⅲ酎 ニ 要 する経費

(会場 費 ､ 講 師費､交通費､宿泊費､食糧費､資料費､講習 .記録費､

広報 .広騰勢 政務等報苦､広報､政策等要望 .意見聴取等に要する経費
(会場費､講師費､交通費､消耗品費､食糧費､印刷製本費､資料費､

資料購入費 調査研究活動のための図書､資料等の購入に要する経費
(新聞購入費､図書 .雑誌購入費､各種資料費等)

交通 .通信費 政務調査活動のための交通通信に要する経費
(交通費､通信費､インター-ネット費等)

政務調査活動を補助する職員 .臨時職員の雇用に要する経費

(事務員､臨時職員の人件費等)

政務調査に必要な事務機器の設置､運用に要する経費

(事務機器費､消耗品費､食糧費､印刷製本費､負担金等)

政務調査に必要な事務所の管理運営に要する経費

(事務所費､維持管理費等)

55



様式第155-(第2条関係)

会派結成届

酎Il摘f長 様

(酎獅 子議会議長経由)

年 月 日

会 派 名

代表音名

会 派 結 成 届

西宮市議会政務調査費の交付に関する規則第 2条第 1項の規定により､

｢記のとおり届けます(/

l 会 派 の 名 称

2 会派結成牢月日

ニ3 会派代 表 首名

4 経理責任 音 名

5 所 属 議 員 氏 名
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様式第2片 (第2条関係)

会派異動届

酢銅律を 様

(西宮市議会議長経由)

会 派 名

代表音名

会 派 異 動 届

年 月 日

鋸ILll'lll-議会政務調査費の交付に関する規則第2条第2項U)規定により､

卜記のとおり届けます(

i 異 動 事 項

2 異 動 理 由

こ3 異 動 年 月 El
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様式第3をうー(第 2条関係)

会派解散届

西宮市長 様

(西宮市議会議長経F机

会 派 名

代表音名

会 派 解 散 届

年 月 El

西宮市議会政務調査費の交付に関する規則第2条第3項の規定により､

卜記のとおり届けます｡

1 解 散会派の名称

2 会派の解散年F= 1
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様式第∠‖3 (節.3条関係) [l]

政務調査費交付申請書 (会派用)

西宮市長 様

(酉宮市議会議長経鋸

会 派 名

代表音名

政 務調 査費 交付 申請書

年 月 ll

柳銅 i議会政務調査費の交付に関する規則第3条第 1項の規定により､

卜記のとおり申請します(

l 会 派 の 名 称

2 会派結成年月日

3 代 表 書 名

4 経 理 責 任 者

5 所 属 議 員 数

6 交 付 申 請 額 (

名 ( 月日 1現帝王)

年度分)
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様式第4をヨー(第 二号条関係) [日

政務調査費交付申請露 (議員用)
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様式第5を㌻ (第3条関係)

政務調査費交付変更中論告 (会派用)

年 月 F]

会派名

代表雷名

政務調査費交付変更申請 書

緋 ;洞 津 を 様

(西 宮 市 議 会 議 長 経 由 )

西宮市議会政務調査費の交付に関する規則第3条第2項の規定により､

㌣記のとお り嘩詣します

区 分 新 旧 異動年月日

会 派 の 名 称

代 表 者一 名

経 理 責 任 者 喜

所 属 議 員 数
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様式第 5賢さ･(第 3条関係) [i]

政務調査費交付変更申請書 (議員用)

年 月 E3

議員名

政務 調 査 費 交 付 変 更中詣吾

西宮市長 様

(西宮市議会議長経由)

務調査費の交付に関す る規則第3条第2項の規定により､

FL記のとおり申請します｡

i～ 区 分 節 侶 異動隼1-日ー
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様式第6弓 (第4条関係)

政務調査費交付決定通知Lまき

様

6 3



様式第 7をさ一(第5条関係)

政務調査費交付請求書 (会派用)

6′4



様式第7を3-(第5条関 係 ) [l ]

政務調査費交付請求 書 (議 員 用 )
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様式第 8号 (第 7条関係) 日 ]

(会派用) (その 1)

緋綱 t議会議長 様

年 月 日

会 派 名

代表者 名

年度政務調査費収支報謝 こついて

西宮市議会政務調査費の交付に関する条例第8条第 1項の規定に基-)き､別紙

のとおり 年度政務調査費収支雑書書を提出しますし〕
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様式第8きき-(第7条関係) 日 〕 [21

(会派用)(その2)

調 査 研 究 費

研修 .会議費

広報 .広聴資

資 料 購 入 費

交通 .通信費

人 件 曹

事 務 費

事 務 所 費

その他 の経費

(注)備考欄には､ ミミたる支出珊内訳を記搬する
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様式第8弓 (第 7条関係) [1]

(議左を用)(その日

西 宮 市議 会 議 長 様

議員名

年 度 政 務 調 査 費 収 支 撞 告 について

年 月 日

西宮巾議会政務調査費の交付 に 関 する条例第 8条第 1境の規定に基づき､別紙

のとおり 年度政務調査劉 文支報告書を提出 しますし
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様式第8を3-(第7条関係) [i] [2]

(議員用)(その2)

1 収 入

政務調査費

2 支 出

年度政務調査劉文支章腔,:苦

日出‖'】

項 目 金 額 備

調 査 研 究 費

研修 .会議費

広報 .広聴費

資 料 購 入 費

交通 .適倍費

人 件 藷

事 務 費

事 務 所 費

その他の経 費

3 残 額

(単位 :flj)

(注)備 考欄には､ 巨たる支出の内訳を 記 毅 す る(メ
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西宮市議会政務調査費の取扱いに関する要綱

(平成19年6月1日]制定)

沿 革

判茂23年4月 1日 [i]

(趣旨)

第1条 この要綱は､西√釦拓議会政務調査費の交付に関する条例 (平成12年柳綱 i条例第4日‡(､以

卜 ｢条例｣というくさ)及び酉宮市議会政務調査費の交付に関する規則 (平成12年西宮市規則第59

をチ モ｡以 ｢｢夫関山という｡)に定める政務調査費の取扱いについて必要な事項を定めるものとするくノ

(執行にあたっての原則)

第2条 条例第2条の規定により政務調査費の交付を受けようとする柳 綱 Il議会における会派 (以

F ｢会派｣という′〕)及び議員は､政務調査費の執行にあたり､条例及び規則に定めるもののほ

か､次の原則を守らなければならないt｡

日)政務調査 (市政に関する調査研究)巨細勺であること｡

(2)政務調査活動の必要性があること(､

(3)政務調査活動に要した金額や態様等の妥当性があること｡ノ

棚 会派活動経費と議員活動経費を明確に区分することr〕

(5j 公職選挙法等の法令の制限に抵触しないこと(〕

(6) 適Li三f-一統がなされること｡′

(7き 支出についての説明ができるよう穿類等が整備されていることくノ

(政務調査費の使途基準)

第 3条 規則別表に規定する政務調査費の使途基準の詳細は､次項から第10項までに定めるところ

による(｡

2 調査研究費とは､視察又は現地調査に要する経費をいい､概ね次に掲げるものをいう√｡

tlI 交通費 鉄道費等 (実費とし経済的な通常の経路方法によって算出した額に粧 牛卜る額)

及びタクシー代等をいうし

(2) 宿泊費 ホテル等宿泊のためU)費用をいう√′ただし､15,000PH辻内とするし､

(3)資料 ･調査費 参考資料費及び施設入館料等をいう｡/

榔 記録費 写真代並びにビデオ､CD又はl)Ⅵ)への記録経費等をいう≦

LS) 委託費 調査研究委託費をいう〔出張を伴う調査研究を委託する場合は､会派又は議員の

命による章)のであることを要するし､

L1

ニ3 研修 ･会議費とは､勉強会及び鼓見交換会の開催､講演会及び研修会の開催並びに講演会及び

研修会への出席に要する経費をいい､概ね次に掲げるものをいう〔ノただし､あいさつやテープカ

ットだけの出席に要する経費は対象外とする｡

(lJ会場費 施設等の設営費及び借 悌 l･等をいう｡ ただし､ 享三としてアルコ-ル飲料を提供す

る施設その他U)研修などを行う会場としてふさわしくない施設等に係るものについては対象
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外とする｡/

(2) 講師費 謝酢等の謝金及び謝礼等をいう〔

(3) 交通費 鉄道費等 (実費とし経済的な通常の経路方法によって算出した額に相､i拍~る顔)

をいう｡

(4) 宿泊費 ホテル等宿泊のための費用をいう｡)ただし､15,000円以内とする｡′

(5) 食糧費 茶菓 召七､飲物代及び食新 宅等をいい､講師等食酎 t-の支払i朋巨金額は､市の基

準 (昼食 :1,500円､夕食 :3,000円)に準じるを)のとする,3ただし､ 一般参加者への食事イモは

対象外とするく

(6/) 資料費 テキスト代､参考資料代及び資料作成費等をいう｢｡

(7) 講習 ･記録費 講習機材費､写真代並びにビデオ､CT)及びⅠ)Vrj-の記録経費等をい う〔3

(83 負担金 出席者負担金及び参加会費等をいう(､ただし､年会費その他そ瑚洲本の会員資格

を得るための会費については､酬 本の活動方針､組織､会計､活動実績等が明確であり､政務

調査活動として認められる経費に限る｡

:卜

4 広報 ･広聴費とは､政務等報告､広報､政策等要望 ･意R聴取等に要する経費をいい､概ね次に

掲げる章)a)をいう(ノ

(1) 会場費 施設等の設営費及び借 L料等をいう,3ただし､ i三としてアルコール飲料を提供す

る施設その他の政務等の雑書などを行 う会場としてふさわしくない施設等に係るものについて

は対象外とする〔

(2)講師費 講師等の謝金及び謝礼等をいう｡

(3)交通費 タクシ-代､ガソリン代､通行料及び駐剰斗金等をいう｡ 自家用車 (レンタカ

←を含むCJ)を利用した場合のガソリン代､通行料､駐車料金(月極め等を除く()等を対象とし､

対象U)EJ】家用動ま､原則 1台とするL,

また､対象経費は､区分n摘巨な章)のは区分し､区分できないも瑚 ま､使用 した額の2分の ]

以内とする｡､

緋 消耗品費 消耗品凋 蕗入等に要する費用をいう√⊃

(51 食糧費 茶菓 召tl-､飲物代及び食事代等をいい､講師等食料 矩)支払硝拒金額は､市U)基

準 (昼食 :1,500円､夕食 :3,00()円)に準じるものとする亡ただし､ ･般参加者-の食事代は

対象外とする(

(6,)印刷製本費 印刷及び製本等に要する費用をいうミノ

(7)資料費 参考資解りヒ及び資料作成費等をいう,,

(8う 記録費 ′墾封℃並びにビデオ､CIJ及びDⅥ)への記録経費等をいうしノ

(9) 委託費 作成委託費(HP等)及び広聴委託費等をいう{_

(10)通信費 郵送代及び配布代等をいう｡

5 資料購入費とは､調査研究活動のための図吾､資料等の購入に要する経費をいい､概ね次に掲

げるものをいう｡､

(i)新聞購入費 新聞U)購入費をいう｡ただし､同名の新聞を複数部購入するときは､そのう

ちのl部のみを対象経費とする｡

(2j図書･雑誌購入費 図乱 雑誌の購入費をいう｡ただし､同名の図書等を議員が白らの政

務調査費により複数冊購入する場合にあってはそのうちの 日田､会派が当該会派の政務調査費
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により複数冊購入する場合にあっては当該会派に属 す る 議員の数に相当する冊数をL眼として

対象経費とする｡

(3き各種資料費 cD及びt)Vl)等の購入費をいうC

6 交通 ･通信費とは､政務調査活動のための交 通 通 信 に要する経費をいい､概ね次に掲げるもの

をいう｡

(1j交通費 タクシー-代､ガソリン代､通行料及び駐車料金等をいう,3自家用車 (レンタカー-

を含む｡)を利用し⊂政務調査活動を行った場合のガソリン代､通行料､駐車料金り]極め等を

除く,｡)等を対象とし､対象の自家用車は､原則 lf=トとする｡

真た､対象経費は､区分可能なものは区分し､区分できないものは､使用した額の2分のl

以内とする｡)

(2)通信費 電話料､FAX料及び郵送料等をいい､電話､携帯電話､インタ-ネット使用料

及びプロバイダ-契約料については､契約者は､議員本人又は会派のものを対象とし､対象と

する機器はそれぞれ 1台とするC

以内とするO

(3)インターネット費 インタ-ネット使用料及びネット情鍾使榊 斗等をいう(3

7 人件費とは､政務調査活動を補助する職員及び臨時職員o)雇用に要する経費をいい､概ね次に

掲げるものをいう√〕その額は､業務内容､勤務条件等に見合った額であることを必要とする(1

また､対象経費は､区分可能なものは区分し､区分できないものは､使用した額の2分の 1以Pl]

とする(｡

(1) 事務員の人件費 事務所職員 (幸三に事務所として使用している場所で勤務する者)の人件

費をいう｡

(2)臨時職員U)人件費 臨時に雇用する職員に要する賃金､共済費等をいう〔ただし､業務内

容を明確にしなければならない｡

8 事務費とは､政務調査に必要な事務機器の設置､運用に要する経費をいい､概ね次に掲げるも

のをいう｡

(日 事務機器費 コピ←機､印刷機､パソコン､机､椅 3'一､キャビネット､カメラ及びビデオ

等の購入費､リース料及び保守 ･1離 t31費等をいう｢､ただし､通信機器､事務機器を会派活動で

使用する場合は､会派控室又は会派事務所に設置されているものを対象とする､J

t2) nlj耗晶費 事務機器その他の消耗品の購入等に要する費用をいうこ/

t3) 食糧費 茶菓 召℃及び飲物代等をいう(,

細 印刷製本費 会議 ･研修費､広報広聴資以外の印刷製本費をいうL

r5) 負担金 各穫負担金をいう｡′ただし､年会費その他その 団 体 の 会 員 資格を得るための会費

については､団体の活動方針､組織､会計､活動実績等が明確であり､政務調査活動として認

められる経費に限る｡〕

9 翫案所 費 とは､政務調査に必要な事務所の管理運営に要する経費をいい､概ね次に掲げるもU)

をいう｢､

(lt) 事 務 所費 事務所の賃借料等 を いう(〕ただし､議員叉は会派が契約者となっているもので

議長に届け出ているものを対象とする,ノまた､ 事務所費のうち政務調査の対象経費は､区分可

能なものは区分し､区分できないも据 ま､使用 Lた額の2分の1以内とする｢ノ
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(2,)維持管理費 事務所の光熱水費､修繕料等をいう乙ノただし､事務所費の維持管理費U)対象経

費は､区分可能なものは区分し､区分できないものは､使用した額の2分U)1以内とする,㌔

i0 その他の経費とは､前各項に掲げる経費以外の経費で調査研究に必要な車)のをいう√〕

(支出捕り限)

第4条 次の各を封こ掲げる経費には､政務調査費を支出することができない√｡

(1) 交際費的な経費

(̀2) 海外調査旅費

(3)政党本来の活動に属する経費

(4)飲食､遊興の経費 (講師等との食事を除く,:.)

(51 レクリエ-ション 等の 経 費

(6) 選挙活動に伴う経費

(7)後援会活動に伴 う経費

(81 自動車に係る購入､リーース料及び修繕料等

(9)事務所として使用する不動産の購入及び建築工事費

(lot)その他名目の如何を問わず私的活動に関する経費

(会派に対する政務調査費の額)

第5条 条例第4条に規定する会派が受け取るべき政務調査費の額は､1万P粁)倍数とする｡｡

(経費の負担割合)

第6条 会派の代表者及び議員は､他の関係柳 本及び他の議員と則 ,̂3で政務調査活動を実施する場
合において､政務調査費を支出しようとするときは､当該会派及び当該議員と他の関係団体及び

他の議員との間で､経費の負担割合等を明らかにしなければならない〔二

2 会派の代表者及び議員は､政務調査費の支出が規則第6条別表に掲げる使途基準U)項 目をまた

がる場合は､使途基準の項日ごとに経費の負担割合等を明らかにしなければならない｡

[1]

付 則

こ U)要綱は､平成19年 6月11日から実施するC/

付 則(平成23年4月1日 [1])

この要綱は､平成23年∠日日 Hから実施する†ノ
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